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政策評価調書（政策評価体系図）

所管名： 内閣府所管（組織）消費者庁

政策評価
調書番号

上位レベル　　（注１，２） 上位レベル

中位レベル　　（注１，２） 中位レベル

下位レベル　　（注１，２） 下位レベル

Ⅰ．消費者政策 Ⅰ．消費者政策

１．消費者政策の推進 １．消費者政策の推進 ①

（１）消費者政策の企画、立案、推進
及び調整

（１）消費者政策の企画、立案、推進
及び調整

①-1

（２）消費生活に関する制度の企画・
立案・推進

（２）消費生活に関する制度の企画・
立案・推進

①-2

（３）個人情報保護に関する施策の推進 （３）個人情報保護に関する施策の推進 ①-3

（４）消費者に対する教育・普及啓発
の企画・立案・推進

（４）消費者に対する教育・普及啓発
の企画・立案・推進

①-4

（５）物価対策の推進 （５）物価対策の推進 ①-5

（６）地方消費者行政の推進 （６）地方消費者行政の推進 ①-6

（７）消費者の安全確保のための施
策の推進

（７）消費者の安全確保のための施策
の推進

①-7

（８）消費者取引対策の推進 （８）消費者取引対策の推進 ①-8

（９）消費者表示対策の推進 （９）消費者表示対策の推進 ①-9

（10)食品表示の企画・立案・推進 （10)食品表示の企画・立案・推進 ①-10

注）１． 政策評価において使用している政策レベルの名称を記載すること

２．

 ３．

４．

５．

６． 政策ごとの予算がないものについては、政策評価調書番号欄に「-」を記載する。

25年度成立予算における政策評価体系図
【基本（実施）計画（25年３月策定）】（注３）

26年度概算要求における政策評価体系図
【実施計画（26年３月策定（予定））】（注４）

予算書における項・事項と一致する政策レベルは必ず記載すること。

25年度政策評価体系図を記載すること。また、その根拠（政策評価基本計画、実施計画等）及
びその策定年月を記載すること。

26年度において実施することが予定されている政策評価体系図を記載すること。また、その根
拠（政策評価基本計画、実施計画等、予定を含む）及びその策定年月を記載すること。なお、
26年度の新規の政策及び前年度政策評価体系図における政策の名称から変更があるものに

は 線を付す と予算書における項･事項と一致する政策レベル以外でも評価を実施している場合は、個別票を
別途作成することとし、政策評価調書番号は記載例２のとおり付番すること。



(別紙10-2) 政策評価調書(政策評価体系と概算要求書の対応表）

所管：内閣府 会計： 一般会計 組織又は勘定： 消費者庁 【実施計画（26年３月策定（予定））に対応するもの】

政策評価 政策評価

調書番号 の対象 （項） （事項） (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

× 消費者庁共通費

国民生活センターの運営に必要な経費

（主要経費　95）

① ● 消費者政策費

消費者政策に必要な経費（主要経費　95） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① ◆ 独立行政法人国民生活センター運営費

独立行政法人国民生活センター運営費 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

交付金に必要な経費

① ● 東日本大震災復旧・復興消費者政策費

東日本大震災復旧・復興消費者政策に必要 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

な経費（主要経費　95）

注）「政策評価の対象（●◆×）」欄については、以下の整理により記載すること。

　　●については政策評価の対象となっているもの　　　　
　　◆については政策評価の対象となっていないが、ある政策に属すると整理できるもの
　　×については政策評価の対象となっておらず、政策との対応関係を明らかにできないもの（◆以外）

概算要求書 1

消費者庁一般行政に必要な経費（主要経費　95）



別紙（10－3）

番号

政策評価結果の概算要求
への反映状況

個別票3に記載のため省略

1,176,927

＜0＞

＜1,885,433＞

＜0＞

7,977,854

7,535,412

1,345,526

総合･実績･事業

当 初 予 算 （ 千 円 ）

26年度概算要求額

政策評価調書（個別票１）

0

＜0＞

-6,036

1,823,033

＜0＞ ＜0＞

【政策ごとの予算額等】

①

＜0＞

補 正 予 算 （ 千 円 ）
6,000,514

1,977,340

24年度

＜7,977,854＞

22年度

＜0＞

-28,244

＜0＞

0

1,891,469

＜0＞

＜0＞

23年度

評価方式消費者政策の推進政策名

0

1,885,433

＜0＞

25年度

＜0＞

＜1,803,874＞

945,930

予
算
の
状
況

執行額（千円）

繰 越 し 等 （ 千 円 ）

計（千円）
1,803,874

1,832,118



別紙（10-3）

番号
（千円）

会計 組織／勘定

● 1 一般 消費者庁 -36,037

● 2 一般 消費者庁

● 3

● 4

◆ 1 一般 消費者庁

◆ 2

◆ 3

◆ 4

○ 1 ＜ ＞＜ ＞

○ 2 ＜ ＞＜ ＞

○ 3 ＜ ＞＜ ＞

○ 4 ＜ ＞＜ ＞

◇ 1 ＜ ＞＜ ＞

◇ 2 ＜ ＞＜ ＞

◇ 3 ＜ ＞＜ ＞

◇ 4 ＜ ＞＜ ＞

政策評価調書（個別票2）

【政策に含まれる事項の整理】

2,687,468

消費者政策に必要な経費

項

消費者政策費

東日本大震災復旧・復興消費者政策
費

東日本大震災復旧・復興消費者政策に必要な経費

政策評価結果の反映に
よる見直し額（削減

額）合計

-36,037

政策名

独立行政法人国民生活センター運営費交付金に必要な経
費

小計

独立行政法人国民生活センター運営
費

予算額

合計

消費者政策の推進 ①

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

対応表に
おいて●
となって
いるもの

小計

25年度
当初予算額

1,823,033

748,605

事項

小計

2,571,638

の内数

5,259,106

の内数

26年度
概算要求額

1,345,526

748,767

2,094,293

2,629,571

の内数

2,687,468

の内数

2,629,571

の内数

-36,037

の内数

4,723,864
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 ①
（千円）

25年度
当初
予算額

26年度
概算要求額

増減

● 1 90,889 147,323 56,434 △ 797

● 1 54,225 53,412 △ 813 △ 418

● 1 58,671 53,770 △ 4,901 △ 5,014

● 1 44,830 18,223 △ 26,607 △ 6,875

● 1 643,889 150,484 △ 493,405 △ 6,190

● 1 35,430 33,658 △ 1,772 △ 16,743

△ 36,037
合計

予算額

消費者政策の推進

消費者事故等の情報の集約・
分析・対応

消費者に対する教育・普及啓
発の企画・立案・推進

基本的な消費者施策の企画・
立案・推進

政策名

政策評価調書（個別票3）

地方消費者行政の推進

政策評価結果の反映に
よる見直し額(削減額)

政策評価結果を踏まえ、「消費者ホットライン」をはじめ各事業の執行実績を
精査し、要求額の見直しを行い予算の減額要求を行った。

政策評価結果を踏まえ、事業の統合及び積算の見直しを行い、予算の減額要求
を行った。

消費者の安全確保のための施
策の推進

事務事業名 整理番号

物価対策の推進

政策評価結果の概算要求への反映内容

政策評価結果を踏まえ、印刷製本費について積算の見直しを行い予算の減額要
求を行なった。

政策評価結果を踏まえ、「消費者の財産被害に関する情報の集約・分析・対
応」経費について経費縮減を図り、予算の減額要求を行った。

政策評価結果を踏まえ、消費者教育用教材の作成等について経費縮減を図り、
予算の減額要求を行った。

政策評価結果を踏まえ、公共料金に関する研究会運営費及び広報資料作成費の
予算の減額要求を行った。



 
 

 

 

 

平成 24 年度消費者庁政策評価書 

 

 

 

政策名： 消費者政策の推進 

 

施策名： 

                          （担当課）   （ページ数） 

（１）消費者政策の調整                消費者政策課    １ 

 

（２）基本的な消費者政策の企画・立案・推進      消費者政策課    ９ 

 

（３）消費者事故等の情報の集約・分析・対応      消費者政策課   １３ 

 

（４）消費生活に関する制度の企画・立案・推進     消費者制度課   １５ 

 

（５）個人情報保護に関する施策の推進         消費者制度課   ２１ 

 

（６）消費者に対する教育・普及啓発の企画・立案・推進 消費生活情報課  ２３ 

 

（７）物価対策の推進                 消費生活情報課  ３０ 

 

（８）地方消費者行政の推進              地方協力課    ３３        

 

（９）消費者の安全確保のための施策の推進       消費者安全課   ４２         

 

（10）消費者取引対策の推進              取引対策課    ５０       

 

（11）消費者表示対策の推進              表示対策課    ５５      

 

（12）食品表示対策の推進               食品表示企画課  ５８       

 

 

 



 
 
 

 

 



施策名

施策の概要

達成すべき
目標

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求額

当初予算（a） － 108,375 46,634 59,254

補正予算（b） － 0 0

繰越し等（c） － 0 0

合計（a＋b＋c） － 108,375 46,634 59,254

－ 97,053 52,821

年月日

平成22年3月30日

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

食品・水道水の検
査結果や、出荷・
摂取制限の範囲な
ど、正確な情報を
消費者庁のホーム
ページで発信。

・食品・水道水の
検査結果や、出
荷・摂取制限の範
囲など、正確な情
報を消費者庁の
ホームページで発
信。
・「食品と放射能
Ｑ＆Ａ」を作成し
て配付（317箇所、
47,799部）。

・食品・水道水の
検査結果や、出
荷・摂取制限の範
囲など、正確な情
報をホームページ
で発信。
・「食品と放射能
Ｑ＆Ａ」をホーム
ページで発信する
とともに、配付
（265箇所、47,699
部）。なお、24年
度は２回の改訂を
行った。

「食品と放射能」
に関するリスクコ
ミュニケーション
等を強化するとと
もに、引き続き、
安全啓発事業を展
開する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －

「食品と放射能Ｑ
＆Ａ」の配布等、
食品と放射能の問
題について、消費
者へ分かりやすい
情報提供を実施す
る。

23年度の事業実施
結果を踏まえ、
「食品と放射能」
に関するリスクコ
ミュニケーション
等を強化するとと
もに、引き続き、
安全啓発事業を展
開する。

平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（１））

消費者政策の調整

　消費者政策担当課長会議などの既存の枠組みの活用や、具体的な事案に応じた関係省庁・機関の会議の設置により、
情報共有や機動的な対応を促進する。
　消費者政策の推進等について密接な連絡、情報交換、協議等を行うため、関係省庁による連絡会議を機動的に開催す
るなど、消費者の利益の擁護及び増進の観点から、関係行政機関の調整を行う。消費者の立場に立った政策を推進す
る。

　消費者庁が司令塔としての機能を十分に発揮し、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図るこ
とにより、国民の消費生活の安定及び向上を確保する。

執行額（千円）

施策に関係す
る内閣の重要
政策（施政方針
演説等のうち主
なもの）

名称 関係部分（抜粋）

消費者基本計画
（閣議決定）

施策番号 21, 23, 37-2, 43, 46, 53, 60, 60-2, 61, 137, 153-2・171

施策の予算額
・執行額等

区分

予算
の
状況
（千
円）

消費者基本計画
該当施策等

測定指標（個々の事業の実績）

消費者基本計画
施策番号21番

　関係省庁等は、食
品の安全性に関する
リスクコミュニケー
ションを推進しま
す。
　消費者庁において
は、所要の体制整備
を図った上で、関係
行政機関等の協力を
得て、消費者に身近
な地方公共団体や消
費者団体等との連携
を図りながら、消費
者の立場に立ったリ
スクコミュニケー
ションの一層の促進
のために必要な措置
を講じます。

１　「食品と放射能」に関するリスクコミュニケーション等の強化と安全啓発事業の展開

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

1



平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（１））

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ 未検討。

リスク評価機関の
機能強化について
は、的確かつ迅速
なリスク評価を実
施するため、専門
調査会の専門性を
強化し、標準的な
事務処理機関制度
（タイムロック制
度）を実施すると
ともに、評価ガイ
ドラインの策定に
向けた検討等を
行った。

食品安全委員会に
て、事務局体制の
増強を図り、評価
体制を強化すると
ともに、11月に
は、欧州食品安全
機関（ＥＦＳＡ
(European Food
Safety Authority)）

との第１回定期会
合を開催し連携強
化。

　　　　－
(具体的施策の内容
が変更となり、当
庁が担当省庁等か
ら外れたため）

21年度* 22年度 23年度 24年度

－
平成22年度以降検
討を開始する。

・リスク評価機関
の機能強化につい
ては、そのための
取組を継続的に実
施する。
・リスク管理機関
を一元化した「食
品安全庁」につい
ては、関係省庁の
連携の下、検討を
行う。

・リスク評価機関
の機能強化につい
ては、そのための
取組を継続的に実
施する。
・リスク管理機関
を一元化した「食
品安全庁」につい
ては、関係省庁の
連携の下、検討を
行う。

目標

25年度

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

内閣府消費者委員
会ヒアリングにお
いて報告・公表
（11月）。

内閣府消費者委員
会ヒアリングにお
いて報告・公表
（12月）。

厳正な法執行を引
き続き実施。

引き続き、関係省
庁において、厳正
な法執行を行うと
ともに、執行状況
について随時取り
まとめ、公表す
る。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－
法令の執行及び公
表の状況を調査す
る。

引き続き、関係省
庁において、厳正
な法執行を行うと
ともに、執行状況
について随時取り
まとめ、公表す
る。

引き続き、関係省
庁において、厳正
な法執行を行うと
ともに、執行状況
について随時取り
まとめ、公表す
る。

測定指標

施策の進捗状況（実績）

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号23番

 リスク評価機関の機
能強化や、リスク管
理機関を一元化した
「食品安全庁」につ
いて、関係省庁の連
携の下、検討を行い
ます。

２　リスク評価機関の機能強化と「食品安全庁」についての関係省庁の連携の下での検討

消費者基本計画
施策番号37-2番

　いわゆる脱法ド
ラッグ（違法ドラッ
グを含む）の取締り
体制の強化等を推進
するとともに、消費
者への情報提供・啓
発活動を実施しま
す。

３　未然防止対策、再乱用防止対策、取締対策、水際対策の推進

施策の進捗状況（実績）

消費者基本計画
施策番号43番

　特定商取引法の適
用除外とされた法律
などの消費者保護関
連法について、消費
者被害の状況などを
踏まえ厳正な法執行
を行うとともに、執
行状況について随時
とりまとめ、公表し
ます。さらに、当該
状況を踏まえ、必要
な執行体制強化や制
度改正などを行いま
す。
消費者庁は、消費者
委員会の意見を聞き
ながら、必要に応じ
各省庁の具体的な取
組を促します。

４　厳正な法執行及び執行状況の公表

年度ごとの目標

第三次薬物乱用防止五か年戦略（薬物乱用防止戦略加速化プラン）に基づき、
未然防止対策、再乱用防止対策、取締対策、水際対策を引き続き推進する。

取締り体制の強化
等を推進するとと
もに、消費者への
情報提供・啓発活
動を実施する。

21年度*～23年度

・９月28日付けで全国の消費生活センターに寄せられるいわゆる脱法ドラッグ
（違法ドラッグを含む。）の情報について、取締りを行っている担当部局に情
報提供を行っていただくよう通知を発出。
・「合法ハーブ」等と称して販売される薬物に関する啓発ポスターやチラシを
消費生活センター等の協力を得て配布。
・脱法ドラッグの通信販売サイトのうち、特定商取引法上の表示義務に違反し
ているおそれのあるサイトの運営業者等に対し、表示の是正等を要請する取組
を行い、２月にその旨を公表。

－

24年度

24年度

2



平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（１））

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

「多重債務問題改
善プログラム」の
着実な実施及び
「借り手の目線に
立った10 の方策」
を推進する。

引き続き、「多重
債務問題改善プロ
グラム」及び「借
り手の目線に立っ
た10の方策」等に
基づき、重層的な
取組みを推進す
る。

引き続き、「多重
債務問題改善プロ
グラム」及び「借
り手の目線に立っ
た10 の方策」に基
づき、借り手等の
実情を踏まえた方
策を重層的に実施
する。

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ －

（本法案は、23年
12月９日に閉会し
た第179回国会にお
いて廃案となっ
た。）

（賃借人居住安定
化法案が廃案に
なったため、未実
施。なお、国土交
通省がガイドライ
ンの整備等により
対応している。）

　　　  －
（賃借人居住安定
化法案が廃案に
なったため。な
お、国土交通省が
ガイドラインの整
備等により対応し
ている。）

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －

法案の成立・施行
後、家賃債務保証
業団体への要請
や、消費生活セン
ター等の相談対応
の強化のための態
勢整備を図る。

家賃債務保証をめ
ぐる消費者相談等
の状況にかんが
み、家賃債務保証
会社に対し、業務
の適正な実施に当
たって遵守するこ
とが望ましい事
項、不当な取立て
行為を行わないこ
と等を周知する
等、賃借人の居住
の安定を図るため
の取組を検討す
る。

消費者基本計画
施策番号46番

　改正貸金業法を円
滑に実施するために
必要な施策を検討し
ます。多重債務問題
の解決のために、丁
寧に事情を聞いてア
ドバイスを行う相談
窓口の整備・強化な
どを柱とする「多重
債務問題改善プログ
ラム 」を着実に実施
します。

消費者基本計画
施策番号53番

　家賃債務保証をめ
ぐる消費者相談等の
状況にかんがみ、家
賃債務保証会社に対
し、業務の適正な実
施に当たって遵守す
ることが望ましい事
項、不当な取立て行
為を行わないこと等
を周知する等、賃借
人の居住の安定を図
るための取組を検討
します。

６　賃借人の居住の安定を図るための取組の検討

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

５「多重債務問題改善プログラム」及び「借り手の目線に立った10の方策」に基づく方策の実施

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

・「借り手の目線に
立った10の方策」等
に基づき、金融庁等
とともに「あなたは
大丈夫？キャンペー
ン」（平成22年５月
１日～平成23年６月
30日）を実施し、①
全国の消費生活セン
ターに金融庁作成の
Ｑ＆Ａの送付（22年
５月）② キャン
ペーン期間中に寄せ
られた多重債務相談
の集計（22年５月
～）③ 新橋駅前に
おける街頭啓発活動
の実施（22年６月）
④ 「ストップ！ク
レジットカード現金
化」キャンペーン
（22年12月～）等を
実施した。
・改正貸金業法フォ
ローアップチームに
参加し（４回）、関
係機関と情報共有を
行った。

・「借り手の目線に
立った10の方策」等
に基づき、金融庁等
とともに「あなたは
大丈夫？キャンペー
ン」（平成22年５月
１日～平成23年６月
30日）を実施し、
キャンペーン期間中
に寄せられた多重債
務相談を集計（22年
５月～23年６月）す
るとともに、「ス
トップ！クレジット
カード現金化」キャ
ンペーン（22年12月
～23年６月）等を実
施した。また、全国
の消費生活センター
に「多重債務者相談
の手引き」を配布し
た（23年８月）。
・改正貸金業法フォ
ローアップチームに
参加し（23年６
月）、関係機関と情
報共有を行った。

「貸金業制度に関
するプロジェクト
チーム」に参加
（13回）、「借り
手の目線に立った
10の方策」がとり
まとめられた（平
成22年４月公
表）。

「地方消費者行政
活性化基金」を通
じ、弁護士や金融
機関等の専門家を
講師とした多重債
務問題研修の実施
等、地方自治体等
が行う多重債務者
対策の取組を支援
した。

引き続き、「多重
債務問題改善プロ
グラム」及び「借
り手の目線に立っ
た10 の方策」に基
づき、借り手等の
実情を踏まえた方
策を重層的に実施
する。
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（１））

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

「新たな手口によ
る詐欺的商法に関
する対策チ－ム」
の取りまとめ（平
成22年３月19日）
に盛り込まれた施
策を着実に実施。

引き続き、未公開
株等の取引等を利
用した高齢者など
を狙った詐欺的商
法による新たな消
費者被害の事案に
ついて、取締りの
強化、注意喚起・
普及啓発の強化及
び被害の防止・回
復の迅速化等に向
けた制度の運用・
整備の在り方につ
いての検討を実施
する。

引き続き、未公開
株等の取引等を利
用した高齢者など
を狙った詐欺的商
法による新たな消
費者被害の事案に
ついて、取締りの
強化、注意喚起・
普及啓発の強化及
び被害の防止・回
復の迅速化等に向
けた制度の運用・
整備の在り方につ
いての検討を適宜
行う。

消費者基本計画
施策番号60番

　未公開株、社債、
ファンド取引等を利
用した高齢者などを
狙った詐欺的商法に
よる新たな消費者被
害の事案について、
情報集約から取締り
までを一貫してかつ
迅速に行う体制のも
と、取締りを強化し
ます。また、高齢者
に被害が集中してい
ることを踏まえ、多
様なチャネルを通じ
た注意喚起・普及啓
発を強化します。さ
らに、被害の防止・
回復の迅速化等に向
けた制度の運用・整
備の在り方について
も検討を行います。
　特に、無登録業者
や無届募集者等によ
る違法な勧誘行為に
ついて、国民に対す
る情報提供と注意喚
起を一層充実させま
す。悪質な業者に対
しては文書による警
告を行うほか、関係
行政機関の間で情報
交換・意見交換を行
うことにより、被害
の未然防止及び拡大
防止を図ります。

７　詐欺的商法による新たな消費者被害の事案への制度の運用・整備の在り方についての検討

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

引き続き、未公開
株等の取引等を利
用した高齢者など
を狙った詐欺的商
法による新たな消
費者被害の事案に
ついて、取締りの
強化、注意喚起・
普及啓発の強化及
び被害の防止・回
復の迅速化等に向
けた制度の運用・
整備の在り方につ
いての検討を適宜
行う。

・消費者安全法に
基づき、社名公表
を伴う注意喚起を
５回実施した。
・「こんな勧誘に
はご用心」と題
し、政府広報を通
じて、詐欺的商法
への注意を呼び掛
けた。また、政府
広報を通じた「高
齢者の消費者トラ
ブル」未然防止に
係る注意喚起を実
施した。
・既存の法令で対
応困難な財産被害
事案について、事
業者に対する措置
等を設けることに
より、被害の発
生・拡大を防止す
ることを目的とす
る消費者安全法の
一部を改正する法
律が第180回通常国
会において成立
し、25年４月１日
から施行された。

事業者の名寄せ等
の情報集約・共
有、社名公表を伴
う消費者への注意
喚起、消費者月間
や政府広報を通じ
た普及啓発等、積
極的に施策を実
施。

事業者の名寄せ等
の情報集約・共
有、社名公表を伴
う消費者への注意
喚起、消費者月間
や政府広報を通じ
た普及啓発等、積
極的に施策を実
施。

「新たな手口によ
る詐欺的商法に関
する対策チ－ム」
を設置し、詐欺的
商法による消費者
被害の発生・拡大
の防止を図るため
に緊急に取り組む
べき総合的な対応
策を取りまとめ
た。
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（１））

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

・消費者庁、金融
庁、経済産業省、
環境省にて情報・
意見を交換する場
を設けて、この問
題に対して連携し
て取り組んだ。
・25年３月には、
警察庁を含む５省
庁でリーフレット
を作成し、一般消
費者に向けた意識
啓発を行った。
・24年６月に特定
商取引法違反で取
引業者を行政処分
する等、厳格な法
執行を行った。

ＣＯ２排出権取引
への投資に係る消
費者からの相談、
取扱事業者の実
態、国内外の取引
の状況等の把握に
努める。関係省庁
と相談の実態や類
似の取引に対する
規制の状況等につ
いて情報共有の場
を設けて、厳正な
法執行並びに普及
啓発の強化並びに
効果的な制度及び
その運用の在り方
についての検討を
実施する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

ＣＯ２排出権取引
への投資に係る消
費者からの相談、
取扱事業者の実
態、国内外の取引
の状況等の把握に
努める。関係省庁
と相談の実態や類
似の取引に対する
規制の状況等につ
いて情報共有の場
を設けて、厳正な
法執行並びに普及
啓発の強化並びに
効果的な制度及び
その運用の在り方
についての検討を
実施。

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

過去の事例を情報
収集し、対応策の
検討に着手（具体
策を得るにはさら
なる検討が必
要）。

相談実態を引き続
き確認しつつ、海
外におけるマルチ
商法に対する規制
の状況等について
情報収集を実施。

・24年４月に「い
わゆるマルチ取引
の被害に遭わない
ための５つのポイ
ント」を公表し、
消費者に注意を促
した。
・24年７月にパン
フレットを国民生
活センターと連名
で作成し、消費者
に注意喚起を行っ
た。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－
対応策を検討す
る。

情報収集結果を踏
まえ、引き続き検
討する。

・消費生活相談情
報ネットワーク
（ＰＩＯ－ＮＥ
Ｔ）に寄せられた
相談の実態や海外
における規制状況
などの調査（委
託）の結果等を踏
まえ、消費者に注
意を促す。
・パンフレットを
作成し、消費者に
注意喚起を行う。

消費者基本計画
施策番号61番

　いわゆる「マルチ
取引」に関する苦情
相談の実態を踏まえ
効果的な対応策につ
いて検討します。

９　消費者への注意喚起

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号60-2番

　ＣＯ２排出権取引
への投資に係る諸問
題について、相談の
実態や類似の取引に
対する規制の状況等
を踏まえ、効果的な
対応策について検討
します。

８　状況等の把握、厳正な法執行、普及啓発の強化、効果的な制度及びその運用の在り方につい
ての検討

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

－
（24年度に実施済み）
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（１））

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

・消費者政策担当
課長会議：２回
この他、特定事項
に関し次のとおり
会議を開催。
・エコナ関連製品
に関する関係省庁
等担当課長会議:１
回
・トランス脂肪酸
に係る情報の収
集・提供に関する
関係省庁等担当課
長会議:３回
・新たな手口によ
る詐欺的商法に関
する対策チーム:２
回

・消費者政策担当
課長会議：１回
・パワ－ウインド
による挟込み事故
検討会:３回
（個別事案に応じ
て関係省庁が集中
的に議論する場を
設けることに重点
を置き、その他特
定事項について関
係省庁との連絡会
議を随時開催。）

消費者政策担当課
長会議：１回

・消費者政策担当
課長会議：２回
・食品ロス削減関
係省庁等連絡会議
（７月設置）：１
回

引き続き、消費者
政策担当課長会議
等を機動的に開催
する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

４回程度開催す
る。

引き続き、消費者
政策担当課長会議
等を機動的に開催
する。

引き続き、消費者
政策担当課長会議
等を機動的に開催
する。

引き続き、消費者
政策担当課長会議
等を機動的に開催
する。

消費者基本計画
施策番号137番

　消費者政策担当課
長会議等について、
消費者政策の推進等
について密接な連
絡、情報交換等を行
うほか、消費者問題
への迅速かつ的確な
対応を図る観点から
機動的に開催しま
す。

10　消費者政策担当課長会議等の機動的開催

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（１））

目標
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

21年度* 22年度 23年度 24年度

24年度の取組を踏
まえ、消費者の安
全・安心の確保に
向けた施策を引き
続き実施する。
①引き続き制度の
運営を実施する。
②インターネット
取引に係る事業者
が守るべき表示の
留意事項の周知を
継続的に実施す
る。
③インターネット
上の広告表示に関
して、引き続き、
景品表示法、特定
商取引法等の厳正
な執行を行う。
④引き続き消費者
庁越境消費者セン
ター（ＣＣＪ）の
運営を実施する。
⑤今後も随時開催
を行う。
⑥今後も継続的に
検討を行う。

*消費者庁は平成21年９月に設置（平成21年度は７ヶ月間）

11　消費者の安全・安心の確保に向けた施策の実施

消費者基本計画
施策番号153-2・171
番

　インターネットを
はじめとする高度情
報通信技術を活用し
た国内外の事業者と
の取引に関する消費
者問題に関し、被害
の抑止及び救済の実
効性の確保など消費
者の安全・安心の確
保に向けた施策につ
いて、以下の事項を
中心に実施します。
①決済代行業者の名
称、連絡先などの分
かりやすい表示の仕
組みの整備
②インターネット取
引に係る事業者が守
るべき表示の留意事
項の提示
③広告表示に対する
ネット上の監視活動
の強化
④越境取引に関する
消費者トラブルの解
決に向けた各国消費
者相談窓口間のネッ
トワークの構築
⑤関係事業者、消費
者団体等の参加する
「インターネット取
引連絡会」（仮称）
の運営
⑥二国間会議、 ＵＮ
ＣＵＩＴＲＡＬの作
業部会も活用した越
境電子商取引のトラ
ブル解決の在り方に
ついての検討

23年度の取組を踏
まえ、消費者の安
全・安心の確保に
向けた施策を引き
続き実施する。
①引き続き制度の
運営を実施する。
②インターネット
取引に係る事業者
が守るべき表示の
留意事項の周知を
継続的に実施す
る。
③インターネット
上の広告表示に関
して、引き続き、
景品表示法の厳正
な執行を行う。
　引き続き、特定
商取引法の厳正か
つ迅速な法執行を
行い、通信販売業
者に対し不適切な
広告の改善を促す
とともに、イン
ターネット・サー
ビス・プロバイダ
などに対し情報提
供することにより
違法なウェブサイ
トの削除などを促
す。
④引き続き消費者
庁越境消費者セン
ター（ＣＣＪ）の
運営を実施する。
⑤今後も随時開催
を行う。

－

・「インタ－ネッ
ト消費者取引研究
会」における検
討。
・日本の消費者と
外国の事業者間又
は日本の事業者と
外国の消費者間の
電子商取引のトラ
ブルの解決手法に
ついて、国際的な
議論の動向（国連
国際諸取引法委員
会（ＵＮＣＩＴＲ
ＡＬ）の作業部会
の動
向等）も踏まえ、
検討を行う。

今後は、「インタ－
ネット消費者取引研
究会」の取りまとめ
に盛り込まれた、以
下の重点事項を着実
に実施する。
①決済代行業者の名
称、連絡先などの分
かりやすい表示の仕
組みの整備
②インタ－ネット取
引に係る事業者が守
るべき表示の留意事
項の提示
③広告表示に対する
ネット上の監視活動
の強化
④越境取引に関する
消費者トラブルの解
決に向けた各国消費
者相談窓口間のネッ
トワ－クの構築
⑤関係事業者、消費
者団体等の参加する
「インタ－ネット取
引連絡会」の運営
⑥引き続き、二国間
会議、ＵＮＣＩＴＲ
ＡＬの作業部会も活
用し、越境電子商取
引のトラブル解決の
在り方について、検
討を行う。特に、越
境取引に関する消費
者トラブルの解決に
向けて、各国消費者
相談窓口間のネット
ワ－クを構築するた
めの取組を実施す
る。

①決済代行業者の名
称、連絡先などの分
かりやすい表示の仕
組みの整備を開始。
②「インタ－ネット
消費者取引に係る広
告表示に関する景品
表示法上の問題点及
び留意事項」を公
表。
③広告表示に対する
ネット上の監視活動
の強化を継続的に実
施。
④越境取引に関する
消費者トラブルの解
決に向けた各国消費
者相談窓口間のネッ
トワ－クの構築に着
手。
⑤関係事業者、消費
者団体等の参加する
「インタ－ネット取
引連絡会」の運営を
開始（４回開催）。
⑥越境取引に関する
消費者トラブルの解
決に向けた各国消費
者相談窓口間のネッ
トワ－クの構築に着
手。

－

・「インターネッ
ト取引に係る消費
者の安全・安心に
向けた取組につい
て」を取りまと
め、公表（３
月）。
・翌年度以降の新
たな取組方針を設
定。
・「越境取引にお
ける消費者トラブ
ルの解決に向けた
国際的取組に関す
る調査」を実施、
海外における相談
体制の状況を把握
（９月以降）。

・「インターネッ
ト消費者取引に係
る広告表示に関す
る景品表示法上の
問題点及び留意事
項」について、24
年５月に一部改
定。
・消費者庁越境消
費者センター（Ｃ
ＣＪ）における相
談に基づき、25年
２月に模倣品の販
売が確認された
（又は強く疑われ
る）海外ウェブサ
イトに関する情報
を消費者庁のホー
ムページ上で公表
した。
・インターネット
消費者取引連絡会
を４回開催した。

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（１））

学識経験を有
する者の知見
の活用

政策評価を行
う過程におい
て使用した資
料その他の情
報

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期 平成25年８月

○学識経験を有する者からの個別の意見聴取（平成25年８月）
特になし

－

消費者政策課 総括担当　佐藤 大祐

施策に関する
評価結果

目標の達成状況
　関係省庁・機関との情報共有や、消費者に対する情報提供等の機動的な対応をすることで、施
策の目標をおおむね達成できた。
　その結果、消費者の利益の擁護及び促進のための取組を行うことができた。

目標期間終了時点の
総括

　引き続き、消費者の利益の擁護及び増進のため、関係省庁・機関との連携を積極的に図りつ
つ、消費者に対する情報提供等の実効的な施策に取り組む。
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施策名

施策の概要

達成すべき
目標

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求額

当初予算（a） 50,404 31,291 109,764 90,889

補正予算（b） 0 0 -567

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 50,404 31,291 109,197 90,889

36,985 25,571 81,521

年月日

平成22年3月30日

昭和43年5月30日

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ －

23年７月８日に、
22年度の具体的施
策の実施状況に関
する検証及び評価
の結果と、それを
受けて見直しを
行った「消費者基
本計画」について
閣議決定。

24年７月20日に、
23年度の具体的施
策の実施状況に関
する検証及び評価
の結果と、それを
受けて見直しを
行った「消費者基
本計画」について
閣議決定。

毎年度、計画に盛
り込まれた施策の
実施状況につい
て、検証・評価・
監視を行い、この
結果必要となる
「消費者基本計
画」の見直しにつ
いて閣議決定を行
う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －

毎年度、計画に盛
り込まれた施策の
実施状況について
検証・評価・監視
を行い、検証・評
価の結果とそれに
よって必要となる
「消費者基本計
画」の見直しにつ
いて閣議決定を行
う。

毎年度、計画に盛
り込まれた施策の
実施状況について
検証・評価・監視
を行い、検証・評
価の結果とそれに
よって必要となる
「消費者基本計
画」の見直しにつ
いて閣議決定を行
う。

消費者基本法
（昭和43年法律第87号）

第9条

施策に関係す
る内閣の重要
政策（施政方針
演説等のうち主
なもの）

名称 関係部分（抜粋）

消費者基本計画
（閣議決定）

総論第3、施策番号 108, 136, 168, 169, 170

消費者基本計画
該当施策等

測定指標（個々の事業の実績）

施策の進捗状況（実績）

１　計画に盛り込まれた施策の実施状況についての検証・評価の結果とそれによって必要となる
「消費者基本計画」の見直しについての閣議決定

消費者基本計画
総論 第3

　毎年度、計画に盛
り込まれた施策の実
施状況について、消
費者委員会の消費者
行政全般に対する監
視機能を最大限に発
揮しつつ、検証・評
価・監視を行いま
す。検証・評価の結
果とそれによって必
要となる「消費者基
本計画」の見直しに
ついては閣議決定を
行い公表することに
よって、翌年度の施
策に確実に反映させ
ます。

年度ごとの目標

施策の予算額
・執行額等

区分

平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（２））

基本的な消費者政策の企画・立案・推進

　消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に資するため、消費者政策の計画的な推進を
図るための５ヵ年計画である「消費者基本計画」の検証・評価及び見直しを行うなど、消費者の利益の擁護及び増進に
関する基本的な政策並びに消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画・立
案・推進等を行う。

 「消費者基本計画」の検証・評価及び見直しを行うことにより、刻々と変わる消費者を取り巻く環境に柔軟に対応する
ように施策を毎年度反映させていくことで、国民の消費生活の安定及び向上を確保する。

予算
の
状況
（千
円）

執行額（千円）
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（２））

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

３月末の各府省庁
等の現況を把握。

・関係省庁に対
し、審議会の性格
等に応じて生活
者・消費者を代表
する委員の選任に
努めるよう依頼。
・３月末の各府省
庁等の現況を把
握。

・今後の関係省庁
等における審議会
委員の選任に資す
るため、「平成23
年度消費者団体名
簿」を配付するこ
ととした。
・関係省庁等が消
費者団体から委員
等を募集する必要
がある場合に、消
費者団体との情
報・意見交換シス
テムを活用できる
よう協力すること
とした。

今後の関係省庁等
における審議会委
員の選任に資する
ため、「消費者団
体基本調査」を６
月に関係省庁等に
配付した。

引き続き、関係府
省庁において、審
議会委員の選任に
当たって、生活
者・消費者を代表
する委員の選任に
努められるよう、
消費者庁の消費者
団体との情報・意
見交換システムの
活用等の協力を行
う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

―

22年３月末現在の
各府省庁等の現況
を把握。関係省庁
に対し、審議会の
性格等に応じて生
活者・消費者を代
表する委員の選任
に努めるよう依
頼。

引き続き、関係府
省庁における審議
会委員の選任状況
を把握し、関係府
省庁の取組のフォ
ローアップを行
う。

・「消費者団体基
本調査」を関係省
庁等に配付する。
・引き続き、関係
府省庁において
は、審議会委員の
選任に当たって、
当該審議会の性格
等に応じて、消費
者庁の消費者団体
との情報・意見交
換システムを活用
するなどにより、
生活者・消費者を
代表する委員の選
任に努める。

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

厚生労働省に対
し、労働者等から
の相談を受け付け
る窓口における
「消費者ホットラ
イン」の周知等を
文書で依頼。

「消費者ホットラ
イン」の周知用チ
ラシを、都道府県
労働局、経済産業
局や日本司法支援
センターの支部
等、関係省庁の出
先機関を含め各種
相談窓口1,621箇所
に合計128,790部を
配布し、周知を依
頼。

いわゆる「マルチ
商法」や「サクラ
サイト商法」等の
問題点についての
注意喚起のために
作成したパンフ
レット等において
消費者ホットライ
ンについても記載
し、大学等の機関
に対して配布を行
うことで、消費者
ホットラインの周
知に努めた。

引き続き、消費生
活に関するトラブ
ルについて、消費
生活相談窓口を案
内できるような取
組を進める。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

関係省庁に対し、
労働相談窓口など
への消費生活相談
窓口の周知を依
頼。

引き続き、消費生
活相談窓口の周知
について働き掛け
る。

引き続き、消費生
活に関するトラブ
ルについて、消費
生活相談窓口を案
内できるような取
組を進める。

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号136番

　労働相談など他の
相談機関において
も、消費生活に関す
るトラブルについ
て、消費生活相談窓
口を案内できるよう
な取組を進めます。

３　消費生活に関するトラブルについて消費生活相談窓口を案内できるような取組の推進

測定指標

２「消費者団体基本調査」の関係省庁等への配付及び生活者・消費者を代表する審議会委員の
　選任

消費者基本計画
施策番号108番

　審議会委員の選任
に当たっては、当該
審議会の性格等に応
じて、生活者・消費
者を代表する委員の
選任に努めます。

年度ごとの目標

施策の進捗状況（実績）

施策の進捗状況（実績）

10



平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（２））

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

3回 6回 6回 4回

引き続き、ＯＥＣ
Ｄ会合及び関連作
業グループ会合等
における幅広い消
費者問題に関する
検討に積極的に参
画する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

・ＣＣＰにおい
て、幅広い消費者
問題に関する検討
に積極的に参画す
る。
・電子商取引、製
品安全等について
の研究・討論・情
報交換を行う。

・ＣＣＰにおい
て、幅広い消費者
問題に関する検討
に積極的に参画す
る。
・電子商取引、製
品安全等について
の研究・討論・情
報交換を行う。

引き続き、ＯＥＣ
Ｄ会合及び関連作
業グループ会合等
における幅広い消
費者問題に関する
検討に積極的に参
画する。

引き続き、ＯＥＣ
Ｄ会合及び関連作
業グループ会合等
における幅広い消
費者問題に関する
検討に積極的に参
画する。

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－
2回

（日中韓消費者政
策協議会等）

3回
（アジア消費者
フォーラム等）

4回
（日中韓消費者政
策協議会等）

21年度* 22年度 23年度 24年度

7カ国 5カ国 5カ国 7カ国

21年度* 22年度 23年度 24年度

・地域間・二国間
における消費者問
題について、国際
的な連携の強化を
図る。

・消費者当局間に
よる政策協議等に
おいて対話の促進
を図る。
・地域間・二国間
における消費者問
題について、国際
的な連携の強化を
図る。

引き続き、日中韓
等の地域間・二国
間での政策対話の
実施等を通じた国
際的な連携強化を
図る。

引き続き、日中韓
等の地域間及び二
国間での政策対話
の実施等を通じた
国際的な連携を図
る。

５　日中韓等の地域間及び二国間での政策対話の実施等を通じた国際的な連携

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号168番

　ＯＥＣＤ消費者政
策委員会（ＣＣＰ）
において、加盟国に
おける消費者問題の
解決制度の現状比
較、現在進められて
いる製品安全に関す
る情報共有の取組
等、幅広い消費者問
題に関する検討に積
極的に参画します。

ＣＣＰ関連会議への参加回数（実績値）

消費者基本計画
施策番号169番

　地域間・二国間に
おける消費者問題に
ついて、日中韓の政
策対話の実施等を通
じ、国際的な連携の
強化を図ります。

各国からの照会・ヒアリング等への対応数（国数）（実績値）

年度ごとの目標

政策対話・協議及び消費者政策に関するフォーラムへの出席回数（実績値）

４　ＯＥＣＤ会合及び関連作業グループ会合等への積極的参画

引き続き、日中韓
等の地域間及び二
国間での政策対話
の実施等を通じた
国際的な連携を図
る。
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（２））

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

1回
（本会合）

1回
（本会合）

1回
（本会合）

1回
（本会合）

21年度* 22年度 23年度 24年度

・「インターネッ
ト点検キャンペー
ン」
・「詐欺防止月
間」プロジェクト

・「インターネッ
ト点検キャンペー
ン」
・「詐欺防止月
間」プロジェクト

・「インターネッ
ト点検キャンペー
ン」
・「詐欺防止月
間」プロジェクト

・「インターネッ
ト点検キャンペー
ン」
・ eConsumer.gov
の日本語サイトに
おいて情報提供。

21年度* 22年度 23年度 24年度

ＩＣＰＥＮ等を通
じた法執行機関の
国際的な連携の強
化として、「イン
ターネット点検
キャンペーン」活
動、「詐欺防止月
間」プロジェクト
等へ参加する。

・ＩＣＰＥＮ等を
通じた法執行機関
の国際的な連携の
強化として、「イ
ンターネット点検
キャンペーン」活
動、「詐欺防止月
間」プロジェクト
等へ参加す
る。
・関係国の執行機
関との間の情報共
有を行うため、
「ｅＣｏｎｓｕｍ
ｅｒ.ｇｏｖ日本語
サイト」の充実化
を行う。

・引き続き、ＩＣ
ＰＥＮ等関連会議
への参加を通じて
法執行機関の国際
的な連携強化に取
り組む。
・関係国執行機関
との間での情報共
有（「ｅＣｏｎｓ
ｕｍｅｒ.ｇｏｖ日
本語サイト」の充
実化）を進める。

引き続き、ＩＣＰ
ＥＮ等を通じた法
執行機関の国際的
な連携強化に取り
組む。

学識経験を有
する者の知見
の活用

政策評価を行
う過程におい
て使用した資
料その他の情
報

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期 平成25年８月

引き続き、ＩＣＰ
ＥＮ等を通じた法
執行機関の国際的
な連携強化に取り
組む。

消費者基本計画
施策番号170番

「消費者保護及び執
行のための国際ネッ
トワーク」（ＩＣＰ
ＥＮ）等を通じて、
法執行機関の国際的
な連携の強化を図り
ます。併せて、国際
的な消費者トラブル
事例を収集する「ｅ
Ｃｏｎｓｕｍｅｒ.ｇ
ｏｖ日本語サイト」
を充実し、関係国の
執行機関との間で情
報を共有します。

ＩＣＰＥＮ関連会議への参加回数（実績値）

ＩＣＰＥＮ関連プロジェクトへの参加（施策の進捗状況）

年度ごとの目標

－

消費者政策課 総括担当　佐藤 大祐

施策に関する
評価結果

○学識経験を有する者からの個別の意見聴取（平成25年８月）
特になし

目標の達成状況

目標期間終了時点の
総括

　平成24年度の具体的施策の実施状況及び平成25年６月閣議決定予定の消費者基本計画の見直し
を踏まえ、今後も、引き続き、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会
の実現に向けた取組を行う。
　具体的には、「消費者基本計画」を総括的に検証・評価し、見直しについて閣議決定を行うほ
か、関係省庁に対する情報提供、国際的な連携の推進などに更に取り組んでいく。

　消費者基本計画の取りまとめ担当課として、具体的施策の実施状況に関する検証・評価によ
り、計画に掲げられた施策の実施状況を的確に把握することで、平成25年度における同計画の見
直しにつなげた。また、消費者等の意見や国際的な動向を的確に施策に反映させるために、情報
提供や国際的な連携の強化をする等、施策の目標はおおむね達成できた。
　これらにより、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に資す
るための取組を行うことができた。

*消費者庁は平成21年９月に設置（平成21年度は７ヶ月間）

６　ＩＣＰＥＮ等を通じた法執行機関の国際的な連携強化
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施策名

施策の概要

達成すべき
目標

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求額

当初予算（a） 150,552 171,769 62,577 54,225

補正予算（b） 0 0 -1,373

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 150,552 171,769 61,204 54,225

60,796 75,728 34,538

年月日

平成22年3月30日

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

・消費生活相談情
報ネットワーク
（ＰＩＯ－ＮＥ
Ｔ）情報や消費者
安全法第12条に基
づく通知情報等を
的確に分析し、関
係機関等に対し情
報提供。
・消費者安全法第
38条第１項の規定
に基づき、消費者
等に対し、６件の
注意喚起を実施。
・24年６月と25年
２月に消費者安全
法第13条の規定に
基づき、消費者事
故等に関する情報
の集約及び分析の
取りまとめ結果を
公表し、国会に報
告。

・適切な分析及び
情報提供につい
て、継続的に実施
する。
・引き続き、消費
者被害の発生の動
向を常時的確に把
握し、注意喚起や
商品テスト情報の
提供をタイムリー
に行う。

22年度 23年度 24年度

－ － －

・適切な分析及び
情報提供につい
て、継続的に実施
する。
・引き続き、消費
者被害の発生の動
向を常時的確に把
握し、注意喚起や
商品テスト情報の
提供をタイムリー
に行う。

*消費者庁は平成21年９月に設置（平成21年度は７ヶ月間）

施策の予算額
・執行額等

区分

測定指標

消費者基本計画
該当施策等

測定指標（個々の事業の実績）

１　適切な分析及び情報提供の実施並びに注意喚起や商品テスト情報のタイムリーな提供

消費者基本計画
施策番号5・6

　消費者安全法に基
づく消費者事故等の
通知やＰＩＯ－ＮＥ
Ｔ等で収集される情
報に関する分析手法
を向上させつつ、適
切な分析を行うこと
によって、消費者被
害の発生の動向を常
時的確に把握し、国
民生活センターと連
携して、注意喚起や
商品テスト情報の提
供をタイムリーに行
います。

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

予算
の
状況
（千
円）

執行額（千円）

施策に関係す
る内閣の重要
政策（施政方針
演説等のうち主
なもの）

名称 関係部分（抜粋）

平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（３））

消費者事故等の情報の集約・分析・対応

　消費者安全法に基づき、消費者庁に集約された情報を的確に分析し、取りまとめ結果を公表する。
　情報を的確に分析するため、有識者や独立行政法人国民生活センターとの情報共有、意見交換を実施する。
　集約・分析した消費者事故等に関する情報を庁内及び関係行政機関、地方公共団体等と共有し、適切に消費者に対して提供
する。
　財産分野の消費者事故等について、消費者被害の発生または拡大の防止を図るため、消費者安全法に基づく注意喚起などの
対応を随時行う。

　消費者被害の発生又は拡大の防止を図ることにより、消費者が安心して消費を行える市場を構築し、それによって良質な事
業・雇用を創出し、ひいては日本経済の再生を目指す。

消費者基本計画
（閣議決定）

施策番号 5・6
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（３））

学識経験を有
する者の知見
の活用

政策評価を行
う過程におい
て使用した資
料その他の情
報

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期 平成25年８月

○学識経験を有する者からの個別の意見聴取（平成25年８月）
特になし

－

消費者政策課 総括担当　佐藤 大祐

施策に関する
評価結果

目標期間終了時点の
総括

　引き続き、消費者事故等の未然防止・拡大防止のため、消費者庁が収集する情報を一層拡充させると
ともに、分析の質を高めていく。
　また限られた資源の中で施策の優先性を考慮しつつ、特に財産被害に係る事案への行政措置につい
て、一層本格的に取り組む。

目標の達成状況

　消費者事故等の発生に関する情報の集約・分析・対応として、関係省庁・機関と連携をしつつ、積極
的な情報提供をすることで、施策の目標はおおむね達成できた。
　これにより、消費者被害の発生又は拡大の防止を図り、消費者が安心して消費を行える市場を構築す
るための取組を行うことができた。
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施策名

施策の概要

達成すべき
目標

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求額

当初予算（a） 75,792 76,447 88,512 78,152

補正予算（b） 0 0 -1,127

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 75,792 76,447 87,385 78,152

39,581 38,076 66,690

年月日

平成22年3月30日

平成20年6月27日

執行額（千円）

施策に関係す
る内閣の重要
政策（施政方
針演説等のう
ち主なもの）

名称 関係部分（抜粋）

消費者基本計画
（閣議決定）

施策番号 42, 109, 110, 127, 128, 130

消費者行政推進基本計画
（閣議決定）

「被害者救済のための法的措置の検討を進める。」

平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（４））

消費生活に関する制度の企画・立案・推進

１．集団的消費者被害救済制度の検討
　加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害
者を救済するための制度について、いわゆる父権訴訟、適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟制度、課徴金制度の活用を
含めた幅広い検討を加え、必要な措置を講じる。

２．適格消費者団体の認定、監督、支援
①適格消費者団体による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保、情報面における支援措置その他の適格消費者団体に対
する支援の在り方について見直しを行い、必要な措置を講じる。
②地域において適格消費者団体が設立され適切に運営されるように、また、消費者被害の未然防止・拡大防止の観点から、適
格消費者団体が業務を円滑に実施できるよう、情報面での支援等を実施する。
③消費者団体訴訟制度が濫用・悪用されないよう適格消費者団体の認定及び監督を適正に行う。

３．消費者契約法の運用・見直し
①消費者契約法に関し、消費者契約の不当勧誘・不当条項規制の在り方について、民法（債権関係）改正の議論と連携して検
討する。
②消費者団体訴訟制度における差止訴訟の対象について、適格消費者団体による活用状況を踏まえつつ、その拡大について検
討する。

４．公益通報者保護法の推進
　公益通報者保護法について、法の周知・啓発を引き続き図り、事業者や行政機関における公益通報窓口の整備等を促進す
る。行政機関における公益通報窓口の整備等を促進する。

１．集団的消費者被害救済制度の検討
　集団的消費者回復に係る訴訟制度について、できる限り早期に成案を得て、国会へ法案を提出することを目指す。財産の隠
匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度について検討を行い、平成24年度中を目途に取りまとめを行う。

２．適格消費者団体の認定、監督、支援
①②③適格消費者団体と意見交換を行い、その結果を踏まえ、具体的な支援策について検討するとともに適格消費者団体にお
ける認定ＮＰＯ法人制度に関する理解を深め、同団体における認定申請を促す。また、ＰＩＯ－ＮＥＴ端末の設置について、
利用可能となるよう具体化を進めるとともに、消費者団体訴訟制度の周知・広報、適格消費者団体への情報面での支援、適格
消費者団体の認定・監督を適正に行う。

３．消費者契約法の運用・見直し
①②平成23年度に行った消費者契約に関する裁判等の収集・分析結果を活用するとともに、民法改正議論と連携した消費者契
約の不当勧誘・不当条項の在り方及び消費者団体訴訟制度における差止請求の拡大について検討する。

４．公益通報者保護法の推進
　説明会等の実施や広報資料の配布等によって、公益通報者保護法の周知・啓発、公益通報窓口の整備等の促進に努める。
公益通報者保護専門調査会による消費者委員会報告（平成23年２月）や消費者委員会による「公益通報者保護制度の見直しに
関する意見」（平成23年３月）等を踏まえ、必要な措置を講じる。

　上記１．～４．のとおり、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策並びに消費者の利益の擁護及び増進を図る上
で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち、消費生活に関する制度等を企画・立案・推進することにより、消費者が安
心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に資する。

施策の予算額
・執行額等

区分

予算
の
状況
（千
円）
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（４））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － － ８回

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － － ２回

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

・民法改正との連
携
・消費者契約に関
する裁判例、消費
生活相談事例の収
集・分析
・消費者契約の不
当勧誘・不当条項
規制の問題点の把
握

・民法改正との連
携
・消費者契約に関
する裁判例、消費
生活相談事例の収
集・分析
・消費者契約の不
当勧誘・不当条項
規制の問題点の把
握

消費者契約に関す
る裁判例等の収
集・分析の結果も
踏まえ、民法改正
議論と連携した消
費者契約の不当勧
誘・不当条項の在
り方及び消費者団
体訴訟制度におけ
る差止請求の拡大
について検討す
る。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

公益通報者保護制
度相談ダイヤル：
約63.5件／月

公益通報者保護制
度相談ダイヤル：
約93.8件／月

公益通報者保護制
度相談ダイヤル：
約83.0件／月

公益通報者保護制
度相談ダイヤル：
約68.6件／月

21年度* 22年度 23年度 24年度

消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備を
継続的に実施。

消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備を
継続的に実施。

消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備を
継続的に実施。

消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備を
継続的に実施。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

個人情報保護法質
問ダイヤル：約274
件／月

個人情報保護法質
問ダイヤル：約305
件／月

個人情報保護法質
問ダイヤル：約253
件／月

個人情報保護法質
問ダイヤル：約234
件／月

21年度* 22年度 23年度 24年度

消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備を
継続的に実施。

消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備を
継続的に実施。

消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備を
継続的に実施。

消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備を
継続的に実施す
る。

２　消費者がアクセスしやすい公益通報者保護制度相談ダイヤルの運営
　（１か月当たりの受付件数）

実績値

消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備を
継続的に実施。

年度ごとの目標

３　消費者がアクセスしやすい個人情報保護法質問ダイヤルの運営
　（１か月当たりの受付件数）

実績値

消費者基本計画
該当施策等

測定指標（個々の事業の実績）

消費者基本計画
施策番号42番

　消費者契約法に関し、
消費者契約に関する情報
提供、不招請勧誘の規
制、適合性原則を含め、
インターネット取引の普
及を踏まえつつ、消費者
契約の不当勧誘・不当条
項規制の在り方につい
て、民法（債権関係）改
正の議論と連携して検討
します。
また、消費者団体訴訟制
度における差止訴訟の対
象について、適格消費者
団体による活用状況を踏
まえつつ、その拡大につ
いて、関係省庁の協力を
得て検討します。

１　消費者委員会における「消費者契約法に関する調査作業チーム」への出席・資料提供回数

出席回数（実績）

消費者委員会にお
ける「消費者契約
法に関する調査作
業チーム」の会合
への出席、法務省
における「法制審
議会民法（債権関
係）部会」へ関係
官としての出席及
び25年２月26日に
取りまとめられた
民法（債権関係）
改正に関する中間
試案とそれに係る
意見募集において
寄せられた意見等
を踏まえて、消費
者契約法の規定の
在り方について検
討を行う。

資料提供回数（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号109番

　消費者からの情報・相
談を受け付ける体制を整
備します。

消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備を
継続的に実施す
る。

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（４））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

集団的消費者被害
制度研究会を６回
開催した。

・集団的消費者被
害救済制度研究会
を７回開催し、報
告書を取りまとめ
た。
・消費者委員会集
団的消費者被害救
済制度専門調査会
に９回出席・資料
提供を行った。

・消費者委員会集
団的消費者被害救
済制度専門調査会
に６回出席・資料
提供を行った。
・集団的消費者被
害回復に係る訴訟
制度の骨子を公表
し、意見募集を
行った。

「集団的消費者被
害に係る訴訟制度
案」を公表し、意
見募集を行った。

21年度* 22年度 23年度 24年度

有識者等による研
究会を開催し、論
点整理に向けた検
討を行う。

・22年度夏を目途
に論点整理を行
う。
・23年夏を目途に
制度の詳細を含め
た結論を得るべく
適切に検討を行
う。

・23年夏を目途に
結論を得た上、当
該結論を踏まえ、
法制化に向けた検
討を行う。

「集団的消費者被
害回復に係る訴訟
制度（仮称）」に
ついて、できる限
り早期に成案を得
て、国会へ法案を
提出することを目
指す。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － 5回 11回

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －

財産の隠匿・散逸
防止策及び行政に
よる経済的不利益
賦課制度について
検討を行う。

財産の隠匿・散逸
防止策及び行政に
よる経済的不利益
賦課制度について
検討を行い、平成
24年度中を目途に
取りまとめを行
う。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ 9回 3回 12回

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

適格消費者団体と
意見交換を行い、
その結果を踏ま
え、具体的な支援
策について検討す
る。

適格消費者団体と
意見交換を行い、
その結果を踏ま
え、具体的な支援
策について検討す
る。

適格消費者団体と
意見交換を行い、
その結果を踏ま
え、具体的な支援
策について検討す
る。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ 1団体 1団体
1団体

（仮認定）

21年度* 22年度 23年度 24年度

適格消費者団体に
おける認定ＮＰＯ
法人制度に対する
理解を深め、同団
体における認定申
請を促す。

適格消費者団体に
おける認定ＮＰＯ
法人制度に対する
理解を深め、同団
体における認定申
請を促す。

適格消費者団体に
おける認定ＮＰＯ
法人制度に対する
理解を深め、同団
体における認定申
請を促す。

適格消費者団体に
おける認定ＮＰＯ
法人制度に関する
理解を深め、同団
体における認定申
請を促す。

実績値

財産の隠匿・散逸
防止策及び行政に
よる経済的不利益
賦課制度につい
て、「消費者の財
産被害に係る行政
手法研究会」で取
りまとめられた報
告書を踏まえ、検
討を行う。

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号127番

　適格消費者団体による
差止請求関係業務の遂行
に必要な資金の確保、情
報面における支援措置そ
の他の適格消費者団体に
対する支援の在り方につ
いて見直しを行い、必要
な措置を講じます。

６　適格消費者団体との意見交換回数

実績値

適格消費者団体と
意見交換を行い、
その結果を踏ま
え、具体的な支援
策について検討す
る。

年度ごとの目標

７　認定ＮＰＯ法人の認定を受けた適格消費者団体数

実績値

適格消費者団体に
おける認定ＮＰＯ
法人制度に関する
理解を深め、同団
体における認定申
請を促す。

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号110番

　加害者の財産の隠匿又
は散逸の防止に関する制
度を含め多数の消費者に
被害を生じさせた者の不
当な収益をはく奪し、被
害者を救済するための制
度について、いわゆる父
権訴訟、適格消費者団体
による損害賠償等団体訴
訟制度、課徴金制度の活
用を含めた幅広い検討を
加え、消費者委員会の意
見を聞きながら、必要な
措置を講じます。

４「集団的消費者被害の回復に係る訴訟制度（仮称）」の立案作業

施策の進捗状況（実績）

「消費者の財産的
被害の集団的な回
復のための民事の
裁判手続の特例に
関する法律案」を
早期に国会へ提出
する。法案成立後
においては、円滑
な施行に向けた必
要な準備を行うと
ともに、制度の周
知・広報に取り組
む。

年度ごとの目標

５「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」の開催回数
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（４））

目標（値）

25年度

21年度* 22年度 23年度 24年度

6件 6件 11件 14件

21年度* 22年度 23年度 24年度

情報面での支援等
を行う。

情報面での支援等
を行う。

情報面での支援等
を行う。

情報面での支援等
を行う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ 3回 2回 5回

21年度* 22年度 23年度 24年度

広報事業の実施に
より、消費者団体
訴訟制度及び適格
消費者団体につい
て、周知を図る。

消費者団体訴訟制
度意見交換ミー
ティングを開催
し、消費者団体訴
訟制度の周知・広
報を行う。

消費者団体訴訟制
度意見交換ミー
ティングを開催
し、消費者団体訴
訟制度の周知・広
報を行う。

消費者団体訴訟制
度のシンポジウム
を開催し、消費者
団体訴訟制度の周
知・広報を行う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

8件 9件 4件 10件

21年度* 22年度 23年度 24年度

適格消費者団体を
常時、適切に監督
する。

適格消費者団体を
常時、適切に監督
する。

適格消費者団体を
常時、適切に監督
する。

適格消費者団体を
常時、適切に監督
する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

90日
（認定１件）

約70日
（認定１件及び認
定の有効期間の更
新５件の平均）

約59日
（認定１件及び認
定の有効期間の更
新２件の平均）

約65日
（認定１件及び認
定の有効期間の更
新２件の平均）

21年度* 22年度 23年度 24年度

適格消費者団体を
適正に認定・更新
する。

適格消費者団体を
適正に認定・更新
する。

適格消費者団体を
適正に認定・更新
する。

適格消費者団体を
適正に認定・更新
する。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － － －

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －

適格消費者団体に
おいて利用可能と
なるよう具体化を
進める。

適格消費者団体に
おいて利用可能と
なるよう、関係者
との調整を進め
る。

年度ごとの目標

11　申請を受けてから認定までに要した期間

実績値

年度ごとの目標

12 ＰＩＯ－ＮＥＴ端末の設置についての検討状況

施策の進捗状況（実績）

消費者基本計画
施策番号128番

　地域において適格消費
者団体が設立され適切に
運営されるように、ま
た、消費者被害の未然防
止・拡大防止の観点か
ら、消費者団体訴訟制度
の周知・広報及び説明を
行うほか、適格消費者団
体が業務を円滑に実施で
きるよう、国民生活セン
ター等の有する消費生活
相談情報の提供や、判決
等の公表・周知を通じた
情報面での支援等を実施
します。また、制度が濫
用・悪用されないよう適
格消費者団体の認定及び
監督を適正に行います。

８　判決等の公表件数

施策の進捗状況（実績）

消費者団体訴訟制
度の周知・広報、
適格消費者団体へ
の情報面での支
援、適格消費者団
体の認定・監督を
適正に行う。

年度ごとの目標

９　普及啓発事業の実施状況

実績値

年度ごとの目標

10　適格消費者団体に対する調査・事情聴取の実施状況

実績値

適格消費者団体に
おいて利用可能と
なるよう、関係者
との調整を進め
る。

年度ごとの目標

測定指標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（４））

目標（値）

25年度

21年度* 22年度 23年度 24年度

5回 5回 5回 3回

21年度* 22年度 23年度 24年度

635名 566名 429名 383名

21年度* 22年度 23年度 24年度

83.8% 91.3% 86.0% 86.3%

21年度* 22年度 23年度 24年度

説明会等を実施
し、公益通報・相
談窓口の整備等を
促進する。

説明会等を実施
し、公益通報・相
談窓口の整備等を
促進する。

説明会等を実施
し、公益通報・相
談窓口の整備等を
促進する。

説明会等の実施や
広報資料の配布等
によって、公益通
報者保護法の周
知・啓発、公益通
報窓口の整備等の
促進に努める。

21年度* 22年度 23年度 24年度

1回 5回 5回 1回

21年度* 22年度 23年度 24年度

115名 426名 321名 150名

21年度* 22年度 23年度 24年度

88.0% 90.0% 89.0% 90.9%

21年度* 22年度 23年度 24年度

説明会等を実施
し、公益通報・相
談窓口の整備等を
促進する。

説明会等を実施
し、公益通報・相
談窓口の整備等を
促進する。

説明会等を実施
し、公益通報・相
談窓口の整備等を
促進する。

説明会等の実施や
広報資料の配布等
によって、公益通
報者保護法の周
知・啓発、公益通
報窓口の整備等の
促進に努める。

21年度* 22年度 23年度 24年度

府省庁：100％
都道府県：100％
市区町村：40.1％

府省庁：100％
都道府県：100％
市区町村：44.7％

府省庁：100％
都道府県：100％
市区町村：47.3％

府省庁：100％
都道府県：100％
市区町村：49.2％

21年度* 22年度 23年度 24年度

説明会等を実施
し、公益通報・相
談窓口の整備等を
促進する。

説明会等を実施
し、公益通報・相
談窓口の整備等を
促進する。

説明会等を実施
し、公益通報・相
談窓口の整備等を
促進する。

説明会等の実施や
広報資料の配布等
によって、公益通
報者保護法の周
知・啓発、公益通
報窓口の整備等の
促進に努める。

消費者基本計画
施策番号130番

　公益通報者保護法につ
いて、説明会の実施等に
よる法の周知・啓発を引
き続き図り、事業者や行
政機関における公益通報
窓口の整備等を促進しま
す。また、消費者委員会
における検討を踏まえ、
公益通報者保護法附則第
2条の規定に従い、公益
通報者保護の視点から、
公益通報者保護法の施行
の状況について検討を加
え、その結果に基づいて
必要な措置を講じます。

13 公益通報者保護法説明会の回数・参加者数・満足度

実績値

説明会等の実施や
広報資料の配布等
によって、公益通
報者保護法の周
知・啓発、公益通
報窓口の整備等の
促進に努める。

開催回数

参加者数

「有益であった」等と回答した出席者の割合

年度ごとの目標

15　行政機関における通報・相談窓口の設置率

実績値

年度ごとの目標

14　行政機関向け公益通報研修会の回数・参加者数・満足度

実績値

開催回数

参加者数

「有意義であった」等と回答した出席者の割合

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（４））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－
国の行政機関の通
報処理ガイドライ
ンを一部改正。

「民間事業者にお
ける内部通報制度
に係る規程集」の
取りまとめ。

「公益通報者保護
制度に関する実態
調査」の実施。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

消費者委員会の検
討を踏まえ、公益
通報者保護法の施
行状況について検
討する。

消費者委員会報告
等を踏まえ、法や
通報処理制度の実
態についての調査
等を行う。

公益通報者保護専
門調査会による消
費者委員会報告
（平成23年２月）
や消費者委員会に
よる「公益通報者
保護制度の見直し
に関する意見」
（平成23年３月）
等を踏まえ、必要
な措置を講じる。

学識経験を有
する者の知見
の活用

政策評価を行
う過程におい
て使用した資
料その他の情
報

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期 平成25年８月

○学識経験を有する者からの個別の意見聴取（平成25年８月）
特になし

－

消費者制度課 総括担当　瀬戸口 丈博

*消費者庁は平成21年９月に設置（平成21年度は７ヶ月間）

施策に関する
評価結果

目標の達成状況

・法制度の検討に関する業務に関しては、消費者の財産被害に係るすき間事案への行政措置を導入
すること等を内容とする消費者安全法の一部を改正する法律が成立したほか、集団的消費者被害回
復に係る訴訟制度の法案化に向け、制度案の意見募集を行うなどの作業を行った。また、「消費者
の財産被害に係る行政手法研究会」の開催（11回）等を通じ、財産の隠匿・散逸防止策及び行政に
よる経済的不利益賦課制度について検討を進めるとともに、消費者委員会における「消費者契約法
に関する調査作業チーム」への出席（８回）・資料提供（２回）等を通じて消費者契約法の在り方
について検討を行った。
・消費者団体訴訟制度に関する業務については、シンポジウム（全国５か所）の開催等を通じて制
度の普及啓発活動を行ったほか、適格消費者団体の認定等にあたって申請を受けてから平均約65日
で認定等手続を行うなど適切に業務を行った。このほか、消費者団体訴訟制度に関しては、2013年
２月に特定商取引に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことにより、差止請求の対象と
なる不当行為に係る類型として、訪問購入が追加されたほか、差止請求の対象の拡大（著しく事実
に相違する食品表示等）の検討を行った。
・公益通報者保護法については、説明会等を通じて普及・啓発を行ったほか、消費者委員会による
「公益通報者保護制度の見直しに関する意見」（平成23年３月）等を踏まえ、「公益通報者保護制
度に関する実態調査」を実施した。
以上の消費生活に関する制度等の企画・立案・推進を行うことにより、消費者が安心して安全で豊
かな消費生活を営むことができる社会の実現にすることができた。

目標期間終了時点の
総括

　引き続き、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた取組
を行う。
　具体的には、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の導入に向けた取組や、適格消費者団体への
支援を進めるほか、公益通報者保護制度の推進（「公益通報者保護制度に関する実態調査」を踏ま
えた対応の検討等）などに更に取り組んでいく。

16　消費者委員会（専門調査会）の検討を踏まえた取組

施策の進捗状況（実績）

公益通報者保護専
門調査会による消
費者委員会報告
（平成23年２月）
や消費者委員会に
よる「公益通報者
保護制度の見直し
に関する意見」
（平成23年３月）
等を踏まえ、必要
な措置を講じる。

年度ごとの目標
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施策名

施策の概要

達成すべき
目標

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求額

当初予算（a） 50,972 42,952 30,147 25,855

補正予算（b） 0 0 -75

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 50,972 42,952 30,072 25,855

25,029 35,577 19,129

年月日

平成22年3月30日

目標（値）
25年度

21年度* 22年度 23年度 24年度

13か所 13か所 13か所 13か所

21年度* 22年度 23年度 24年度

3,307人 3,123人 3,057人 3,077人

21年度* 22年度 23年度 24年度

測定指標 87% 90% 80% 87%

21年度* 22年度 23年度 24年度

法制度の理解・浸
透の向上。

個人情報保護法説
明会の内容面での
更なる充実。

法制度の周知徹
底、苦情の円滑な
処理の推進等を図
る。

法制度の周知徹
底、苦情の円滑な
処理の推進等を図
る。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

1回 5回 6回 1回

21年度* 22年度 23年度 24年度

消費者委員会にお
ける個人情報保護
法の問題点につい
ての審議に協力
し、その審議の結
果を踏まえ検討す
る。

消費者委員会にお
ける個人情報保護
法の問題点につい
ての審議に協力
し、その審議の結
果を踏まえ検討す
る。

消費者委員会にお
ける個人情報保護
法の問題点につい
ての審議に協力
し、その審議の結
果を踏まえ検討す
る。

消費者委員会にお
ける個人情報保護
法の問題点につい
ての審議に協力
し、その審議の結
果を踏まえ検討す
る。

*消費者庁は平成21年９月に設置（平成21年度は７ヶ月間）

消費者基本計画
該当施策等

測定指標（個々の事業の実績）

消費者基本計画
施策番号165番

「個人情報の保護に
関する基本方針」に
基づき、法制度の周
知徹底、苦情の円滑
な処理の推進等を図
ります。

１　個人情報保護法に関する説明会（開催場所数、参加者数、肯定的評価の割合）

実績値
開催場所数

法制度の周知徹
底、苦情の円滑な
処理の推進等を図
る。

参加者数

肯定的評価の割合

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号166番

 個人情報保護法につ
いては、消費者委員
会における法改正も
視野に入れた問題点
についての審議を踏
まえ検討します。

２　消費者委員会又はその専門調査会において個人情報保護法に関連する議題が取り上げられた
回数

実績値

消費者委員会にお
ける個人情報保護
法の問題点につい
ての審議に協力
し、その審議の結
果を踏まえ検討す
る。

年度ごとの目標

執行額（千円）

施策に関係す
る内閣の重要
政策（施政方
針演説等のう
ち主なもの）

名称 関係部分（抜粋）

消費者基本計画
（閣議決定）

施策番号 165, 166

施策の予算額
・執行額等

区分

予算
の
状況
（千
円）

平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（５））

個人情報保護に関する施策の推進

　誰もが安心して高度情報通信社会の便益を享受するための制度的基盤である「個人情報の保護に関する法律」（平成15
年法律第57号）の円滑な施行のため、関係行政機関、地方公共団体と密接に連携しつつ法制度の普及・定着を図るととも
に、個人情報保護法制の国際的な協調を図り、我が国の制度について国際的な理解を深めるための取組を実施。

 「個人情報の保護に関する基本方針」（平成16年４月２日閣議決定、平成20年４月25日及び平成21年９月１日一部変
更）に基づき、法制度の周知徹底、苦情の円滑な処理の推進等を図るとともに、内閣府消費者委員会における個人情報保
護法の問題点についての審議に協力し、その結果を踏まえ検討を行うなど、個人情報保護に関する施策を推進することに
より、個人の権利利益を保護し、国民が安心してＩＣＴ（情報通信技術）の利便を享受できる社会の実現に資する。
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（５））

学識経験を有
する者の知見
の活用

政策評価を行
う過程におい
て使用した資
料その他の情
報

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期 平成25年８月

－

消費者制度課 個人情報保護担当　佐小 千恵美

施策に関する
評価結果

目標の達成状況

　法制度の周知徹底のため、全国13か所で個人情報保護法の説明会を実施するなど法律及び制度
の内容等に関する情報提供及び啓発を行った。平成24年度の説明会では、新たな取組として、地
方公共団体等が地域において個人情報の適切な共有に取り組んでいる事例の報告を行い、内容の
充実を図った。合計で約3,100人の参加があり、参加者に対して行ったアンケートでは、「有益で
あった」「まあ有益であった」との回答割合が約９割に達するなど、一定の成果を上げている。
　また、消費者委員会における個人情報保護法の問題点についての審議が進められる際に資する
よう「平成23年度個人情報の保護に関する法律施行状況の概要」を消費者委員会へ報告する（24
年10月）など、協力を行った。

目標期間終了時点の
総括

　個人情報保護法は、全面施行後８年余りを経過したところであるが、事業者からの漏えい事案
が引き続き注目を集める等、個人情報の取扱いに対する国民の不安感には根強いものがあり、個
人情報の取扱いに対する苦情・問合せは依然として多くある。また、「消費者基本計画」におい
て、「個人情報保護法については、消費者委員会における法改正も視野に入れた問題点について
の審議を踏まえ検討」することとされている。さらに、個人情報の取扱いに係る国際的なルール
の検討も、急速に進展している。
　これらの動きを踏まえながら、消費者庁において引き続き、法の趣旨の正しい解釈の周知・徹
底等の取組を行っていく。

○学識経験を有する者からの個別の意見聴取（平成25年８月）
特になし
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施策名

施策の概要

達成すべき
目標

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求額

当初予算（a） 55,517 75,158 74,886 58,671

補正予算（b） 0 0 -219

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 55,517 75,158 74,667 58,671

26,365 36,697 22,720

年月日

平成22年3月30日

平成20年6月27日

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－
6,222件

（3月31日時点）
20,200件

（3月29日時点）
23,593件

（3月28日時点）
登録者数30,000件

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

子どもの安全に係
る情報を保護者や
関係者へ提供する
メール配信サービ
ス｢子ども安全メー
ル from 消費者
庁」を週１回配信
する。

子どもの安全に係
る情報を保護者や
関係者へ提供する
メール配信サービ
ス｢子ども安全メー
ル from 消費者
庁」を週１回配信
する。

24年度中に登録者
数30,000件

平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（６））

消費者に対する教育・普及啓発の企画・立案・推進

○教育
　これまでに蓄積された研究・実践の成果を生かして小学生から大学生、そして成人に至るまでの多様な消費者教育を、
連携して体系的に進める体制を確立するために開催した「消費者教育推進会議」の取りまとめ「消費者教育推進のための
課題と方向」を受け、「消費者教育推進のための体系的プログラム」研究会を開催し、対象領域ごとライフステージごと
の個別の目標を検討し、「体系的プログラム」として取りまとめるとともに、この「体系的プログラム」の普及策を提案
する。
　消費者教育の基盤整備として、消費者教育関連の教材及び実践事例等に関する情報等を集約して提供している消費者教
育ポータルサイトをより充実させるため、随時、掲載情報件数等の拡充を行う。
　消費者被害・事故に遭わない消費者を育てることを目的とし、消費者に対して、必要とされる消費者教育ツールを届け
消費者教育を効率的・効果的に行うために、年度内をめどに新学習指導要領の内容を踏まえた小学生向けの消費者教育用
副教材を作成するとともに、消費者教育の教育手法等についての検討を行う。

○普及啓発
　各地の消費者支援活動を推進するため、消費者支援活動に極めて顕著な功績のあった個人又は団体に対して、功績をた
たえ顕彰する。
　消費者トラブルの減少を図るとともに消費者が主役となる社会づくりに向けた機運を高めるため、５月の消費者月間
に、消費者庁、地方自治体、事業者及び民間団体等が消費者問題に関する事業を集中的に実施し、消費生活に関する知識
等の普及啓発を推進する。
　高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止等を図るため、高齢者、障害者、および周りの方々に対し消費者トラブルに
関する情報提供等を行う仕組みを構築する。
　子どもの不慮の事故の減少への寄与を図るため、子どもの事故防止に関する注意喚起情報等を発信するとともに、「子
どもを事故から守る！プロジェクト」を推進する
○教育
　消費者が生涯にわたって消費生活について学習する機会があまねく求められている状況に鑑み、学校、家庭、地域、職
場その他の様々な「場」において消費生活に関する教育が充実されるよう必要な施策を講じることにより、消費者の自立
を支援する。

○普及啓発
　消費者団体等との適切な連携の下、消費者問題に関する普及啓発活動を総合的に推進し、消費者の自立を支援する。
　高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止や子どもの不慮の事故防止等を図るための施策を推進し、高齢・障害消費者
の消費者トラブルの防止及び子どもの不慮の事故の減少への寄与を図る。

執行額（千円）

施策に関係す
る内閣の重要
政策（施政方
針演説等のう
ち主なもの）

名称 関係部分（抜粋）

消費者基本計画
（閣議決定）

施策番号 9, 87, 88, 89, 90, 94, 96, 97, 105, 129, 135

消費者行政推進
基本計画

（閣議決定）

・消費者教育や啓発に係る地方支援、（中略）などに取り組む。
・国がこれまで行ってきた直轄事業（ＰＩＯ－ＮＥＴの整備、研修、消費者教
育や啓発への支援等）についても充実するとともに、（以下、略）

施策の予算額
・執行額等

区分

予算の
状況
（千
円）

測定指標（個々の事業の実績）

消費者基本計画
施策番号9番

　子どもの事故防止に
ついて、国自らの取組
を加速化・重点化する
とともに、家庭、学
校、サ－クル、消費者
団体、事業者、自治体
等の取組を促進する
「子どもを事故から守
る！プロジェクト」を
展開します。また、子
どもに対するライタ－
の使用の安全対策を検
討します。

１　メール配信サービス「子ども安全メールfrom消費者庁」の登録者数

実績値

年度ごとの目標

消費者基本計画
該当施策等
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（６））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－
・本会議 1回
・テーマ別会合2回

・本会議 2回
・テーマ別会合1回
・分科会 7回
・座長会 1回

・体系的プログラ
ム研究会 4回

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

消費者教育推進会
議を開催し、消費
者教育を体系的に
進める体制を確立
する。

消費者教育推進会
議を開催し、消費
者教育を体系的に
進める体制を確立
する。

推進会議の取りま
とめ「消費者教育
推進のための課題
と方向」を受け、
「消費者教育推進
のための体系的プ
ログラム」研究会
を開催し、対象領
域ごとライフス
テージごとの個別
の目標を検討し、
「体系的プログラ
ム」として取りま
とめるとともに、
この「体系的プロ
グラム」の普及策
を提案する。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

296件 150件 740件 100件

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

機能拡充・新コー
ナー設置を行うと
ともに、平成22年
度末を目途に提供
教材拡充を行う。

機能拡充を行うと
ともに、年度末を
目途に提供教材拡
充を行う。

消費者教育に関す
る情報と知見の共
有化を目指して、
消費者教育ポータ
ルサイトの適切な
運用を行うととも
に、教材や取組等
の情報提供の拡充
及び充実を図る。

消費者基本計画
施策番号87番

　消費者庁のリーダー
シップのもと、関係省
庁、学識経験者、消費
者団体、教育関係者等
をメンバーとする「消
費者教育推進会議」を
開催し、これまでに蓄
積された研究・実践の
成果を生かして小学生
から大学生、そして成
人に至るまでの各ライ
フステージに応じた
消費者教育を、様々な
主体が連携して体系的
に進める体制を確立し
ます。推進会議におい
て取りまとめた「消費
者教育推進のための課
題と方向」を踏まえ、
消費者庁、文部科学省
及び関係省庁による消
費者教育の充実を図
ります。
　また、消費者教育に
関する法制の整備につ
いて検討を行います。

２　会議の開催回数など

実績値

消費者教育推進会議等の開催（回数）

消費者教育の推進
に関する基本的な
方針等を踏まえ、
消費者教育推進会
議及び小委員会等
を開催し、消費者
教育推進のための
具体策を提案す
る。

年度ごとの目標

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号88番

　関係行政機関等で作
成された消費者教育関
連の教材及び実践事例
等に関する情報等を集
約したポータルサイト
を拡充し、消費者教育
に関する情報と知見の
共有を進めます。

３　ポータルサイト上の提供情報

実績値

新規件数 消費者教育に関す
る情報と知見の共
有化を目指して、
消費者教育ポータ
ルサイトの適切な
運用を行うととも
に、教材や取組等
の情報提供の拡充
及び充実を図る。
また、消費者教育
ポータルサイトの
双方向化について
の検討などを行
う。
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（６））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ 1校 5校

（25年１月に消費
者教育を効率的・
効果的に実施して
いく観点から「消
費者教育の体系イ
メージマップ～消
費者力ステップ
アップのために
～」を取りまと
め、公表し、各都
道府県・政令指定
都市に配布。）

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

消費者教育の先進
的教育手法・効果
測定手法等につい
て検討を行う。

消費者教育の先進
的教育手法・効果
測定手法等につい
て検討を行う。

消費者教育を効率
的・効果的に実施
していく観点から
検討を行う。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

・文部科学省が実
施した地方公共団
体における教育委
員会と消費者行政
担当部局との連携
状況等の調査の結
果について、共有
が得られた。
・文部科学省が開
催した「消費者教
育フェスタ（消費
者教育に関する研
究協議会）」にお
いて講演し、消費
者教育に係る連携
の推進を促した。

（「消費者教育
フェスタ」（24年
１月18日開催、199
名参加）や岐阜県
で開催した「消費
者教育フェスタin
ぎふ」（24年２月
22・23日に開催、
延べ1,027名参加）
において、文部科
学省が地方公共団
体における教育委
員会と消費者行政
部局との連携のモ
デルを示すことに
より、連携の推進
を促した。）

（神戸市で開催し
た「消費者教育
フェスタin神戸」
（25年１月30・31
日開催、延べ1,123
名参加）や「消費
者教育フェスタ」
（25年２月27・28
日に開催、延べ297
名参加）におい
て、文部科学省が
地方公共団体にお
ける教育委員会と
消費者行政部局と
の連携のモデルを
示すことにより、
連携の推進を促し
た。）

消費者庁及び文部
科学省が密接に連
携し、消費者教育
を推進するため
に、地方公共団体
において教育委員
会と消費者行政担
当部局との連携を
図るなど消費者教
育の推進体制の整
備を促進すること
とする。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

・推進体制の整備
促進のため、文部
科学省において実
施する、地方公共
団体における教育
委員会と消費者行
政担当部局との連
携状況等の調査結
果について共有を
図る。
・文部科学省が開
催する消費者教育
に関する研究協議
会において、連携
の推進を促す。

文部科学省が開催
する消費者教育に
関する研究協議会
において、連携の
推進を促す。

消費者庁及び文部
科学省が密接に連
携し、消費者教育
を推進するため
に、地方公共団体
において教育委員
会と消費者行政担
当部局との連携を
図るなど消費者教
育の推進体制の整
備を促進すること
とする。

消費者基本計画
施策番号89番

　消費者教育効果の測
定手法や先進的教育手
法等について、消費者
教育を効率的・効果的
に実施していく観点か
ら検討を行います。

４　先進的教育手法・効果測定等に関する調査学校（学校数）

実績値

(24年度に実施済み)

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号90番

　消費者庁及び文部科
学省が密接に連携し、
消費者教育を推進する
ために、地方公共団体
において教育委員会と
消費者行政担当部局と
の連携を図るなど消費
者教育の推進体制の整
備を促進します。

５　消費者教育推進体制整備の促進に関する文部科学省との連携（研究協議会の参加者数）

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（６））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

・外部専門家を委
員とする「教材作
成委員会」の開
催：5回
・副教材作成：3教
材

・外部専門家を委
員とする「教材作
成委員会」の開
催：6回
・副教材作成：3教
材

・外部専門家の協
力を得て作成した
が、作成委員会は
開催せず。
・副教材作成：2教
材

消費者教育の体系
イメージマップの
幼児期から高齢期
までのライフス
テージ、対象領域
ごとの目標に対応
した副教材を作成
し、消費者教育
ポータルサイト
（前掲：施策番号
88番）にて提供す
ることにより、学
校における消費者
教育の推進を行
う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

新学習指導要領の
内容を反映した中
学生向け副教材
を、文部科学省と
の連携・外部専門
家の協力により作
成する。

新学習指導要領の
内容を反映した高
校生向け副教材
を、文部科学省と
の連携・外部専門
家の協力により作
成する。

文部科学省と連携
を図るとともに、
外部の専門家など
の協力も得なが
ら、新学習指導要
領の内容を反映し
た副読本や教材な
どを作成し、学校
における消費者教
育に対する支援を
行う。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ 150件 740件 100件

消費者教育の体系
イメージマップの
幼児期から高齢期
までのライフス
テージ、対象領域
ごとの目標に対応
した副教材を作成
し、消費者教育
ポータルサイト
（前掲：施策番号
88番）にて提供す
る、地方公共団体
等の出前講座の紹
介等、消費者教育
に関する様々な情
報の提供を行い、
地域における消費
者教育の推進を行
う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

消費者教育用教材
の作成・配布等、
地域における消費
者教育の推進を行
う。

消費者教育用教材
の作成・配布、情
報提供等、地域に
おける消費者教育
の推進を行う。

消費者教育ポータ
ルサイト（前掲：
施策番号88番）に
て、関係省庁、地
方公共団体等が作
成した消費者教育
教材や出前講座の
紹介等、消費者教
育に関する様々な
情報の提供を行
い、地域における
消費者教育の推進
を行う。

消費者基本計画
施策番号94番

　新学習指導要領の内
容を反映した副読本や
教材などの作成、それ
ぞれの機関が有する情
報や知識を活用した教
育・啓発事業及び教員
の指導力向上を目指し
たセミナーの開催等に
ついては、文部科学省
や教育委員会と連携を
図るとともに、外部の
専門家などの協力も得
ながら、学校における
消費者教育に対する支
援を行います。

６　副教材の作成数、副教材作成委員会の開催数

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号96番

　それぞれの機関が有
する情報や知識を活用
した消費者教育用教材
等の作成・配布、出前
講座の実施、又は地域
で開催される講座等へ
の講師派遣などを行
い、社会教育施設等地
域における消費者教育
の推進を行います。

７　ポータルサイト上の提供情報

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

測定指標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（６））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

・文部科学省が実
施した地方公共団
体における教育委
員会と消費者行政
担当部局との連携
状況等の調査の結
果について、共有
が得られた。
・文部科学省が開
催した「消費者教
育フェスタ（消費
者教育に関する研
究協議会）」にお
いて講演し、消費
者教育に係る連携
の推進を促した。

（「消費者教育
フェスタ」（24年
１月18日開催、199
名参加）や岐阜県
で開催した「消費
者教育フェスタin
ぎふ」（24年２月
22・23日に開催、
延べ1,027名参加）
において、文部科
学省が地方公共団
体における教育委
員会と消費者行政
部局との連携のモ
デルを示すことに
より、連携の推進
を促した。）

（神戸市で開催し
た「消費者教育
フェスタin神戸」
（25年１月30・31
日開催、延べ1,123
名参加）や「消費
者教育フェスタ」
（25年２月27・28
日に開催、延べ297
名参加）におい
て、文部科学省が
地方公共団体にお
ける教育委員会と
消費者行政部局と
の連携のモデルを
示すことにより、
連携の推進を促し
た。）

文部科学省と連携
を図り、多様な主
体の連携による消
費者教育を推進す
ることに資する施
策を進めていく。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

文部科学省と連携
を図り、多様な主
体の連携による消
費者教育を推進す
ることに資する施
策を進めていく。

文部科学省と連携
を図り、多様な主
体の連携による消
費者教育を推進す
ることに資する施
策を進めていく。

文部科学省と連携
を図り、多様な主
体の連携による消
費者教育を推進す
ることに資する施
策を進めていく。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－
300部

（食品表示関連）

第６回食育推進全
国大会において
「食品と放射能Ｑ
＆Ａ」（冊子）や
食品表示に関する
パンフレットを配
布（各400部）し
た。

第７回食育推進全
国大会において
「食品と放射能Ｑ
＆Ａ」（冊子）や
食品表示に関する
パンフレットを配
布（各400部）し
た。

食品の安全性、栄
養、食習慣などに
ついての正確な情
報の提供等を推進
する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

食品の安全性、栄
養、食習慣などに
ついての正確な情
報の提供等を推進
する。

食品の安全性、栄
養、食習慣などに
ついての正確な情
報の提供等を推進
する。

食品の安全性、栄
養、食習慣などに
ついての正確な情
報の提供等を推進
する。

消費者基本計画
施策番号97番

　教育関係者、消費者
団体・ＮＰＯ、企業・
事業者団体等の多様な
主体の参画・連携によ
る消費者教育のための
連携の場を創設すると
ともに、連携の際の役
割分担や取組手法につ
いて検討し、その成果
を全国的に情報提供し
ます。

８　消費者教育推進体制整備の促進に関する文部科学省との連携（研究協議会の参加者数）

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号105番

　国民の適切な食生活
の選択に資するよう、
国民の食生活に関し、
食育の一環として、食
品の安全性、栄養、食
習慣などについての正
確な情報の提供等を推
進します。

９　啓発資料等の配布（件数）

実績値

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（６））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

1回 2回 1回 9回
消費者団体との意
見交換会を地方を
含め６回開催。

21年度* 22年度 23年度 24年度

消費者団体との意
見交換の実施を通
じて、消費者庁の
施策について情報
提供を行うととも
に、消費者団体の
要望・意見等を聴
取する。

消費者団体との意
見交換の実施を通
じて、消費者庁の
施策について情報
提供を行うととも
に、消費者団体の
要望・意見等を聴
取する。

消費者団体との意
見交換の実施を通
じて、消費者庁の
施策について情報
提供を行うととも
に、消費者団体の
要望・意見等を聴
取する。

24年度中に消費者
団体との意見交換
会を12回開催。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ 33回 49回 23回
消費者団体が実施
するシンポジウム等
に24回出席。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

消費者団体が実施
するシンポジウム
等への出席を通じ
て、消費者庁の施
策について情報提
供を行うととも
に、消費者団体の
要望・意見を聴取
する。

消費者団体が実施
するシンポジウム
等への出席を通じ
て、消費者庁の施
策について情報提
供を行うととも
に、消費者団体の
要望・意見を聴取
する。

24年度中に消費者
団体が実施するシ
ンポジウム等に24
回出席。

目標（値）

25年度

21年度* 22年度 23年度 24年度

5回 5回 2回 3回

21年度* 22年度 23年度 24年度

97名 66名 49名 64名

21年度* 22年度 23年度 24年度

90.7% 92.4% 98% 92.2%

21年度* 22年度 23年度 24年度

92.8% 97% 98% 89.1%

21年度* 22年度 23年度 24年度

国家公務員向けの
消費生活センター
等における窓口業
務を体験する研修
を試行的に実施す
る。

国家公務員向けの
消費生活センター
等における窓口業
務を体験する研修
を実施する。

国家公務員向けの
消費生活センター
等における窓口業
務を体験する研修
を実施する。

国家公務員向けの
消費生活センター
等における窓口業
務を体験する研修
を着実に実施す
る。

11　消費者団体が実施するシンポジウム等への出席（回数）

実績値

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号135番

　消費者を主役とした
行政に向けて国家公務
員に対し、消費生活セ
ンター等における窓口
業務を体験する研修の
実施を図ります。

12　研修の回数、参加者数及び研修参加者の評価（アンケート）

実績値

回数

国家公務員向けの
消費生活センター
等における窓口業
務を体験する研修
を着実に実施す
る。

参加者数

消費者基本計画
施策番号129番

　消費者団体等と継続
的な意見交換の場を設
け、消費者団体等相互
の連携強化や消費者問
題の実情に関する現場
の意見・政策提言を吸
い上げるとともに、消
費者団体が行う公益的
な活動についての育
成・支援の在り方を検
討します。

10　消費者団体との意見交換会の開催（回数）

実績値

年度ごとの目標

｢有益」と回答した参加者の割合

｢満足｣と回答した参加者の割合

年度ごとの目標

*消費者庁は平成21年９月に設置（平成21年度は７ヶ月間）
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（６））

学識経験を有
する者の知見
の活用

政策評価を行
う過程におい
て使用した資
料その他の情
報

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期 平成25年８月

○学識経験を有する者からの個別の意見聴取（平成25年８月）
（意見）予算額に比して執行額が半分に満たないが、実施すべき政策が行われなかったのか、それとも未執行額が生じた
が政策効果は所定の水準を満たしたのか、明確に記述されていない。後者であれば、コスト削減によっても政策効果が得
られたのか、より効果的な手法を採用したことにより政策効果が得られたのか、「政策効果と当該政策に基づく活動の費
用等との関係を明らかにする」（消費者庁政策評価基本計画（平成22年３月31日消費者庁長官決定））という評価観点か
ら明確にすべき。
（回答）一部（教育手法と効果測定）の事業については、業務多忙により実施できず、当該事業は翌年度には予算要求を
行わなかった。さらに、例えば、教材の作成については、競争入札において非常に低い額で契約できたこと、また、作成
そのものが年度末までかかり、印刷や梱包発送を行うことができなかったことから、執行残があった。ただし、この点に
ついても、当該状況を踏まえ、翌年度の予算要求では適正な減額を行っている。

－

消費生活情報課
消費者教育担当　足立 充
消費者啓発担当　藤井 賢一

施策に関する
評価結果

目標の達成状況
　『「消費者基本計画」における具体的施策の実施状況に関する「検証・評価」』を踏まえ、おお
むね達成できたと考える。

目標期間終了時点の
総括

　引き続き、消費者基本計画を踏まえた施策等を実施するとともに、消費者が賢い消費者、自立し
た消費者となるため、より地域や消費者団体等と連携を図り、充実を図っていく。
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施策名

施策の概要

達成すべき
目標

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求額

当初予算（a） 22,687 12,024 16,381 44,830

補正予算（b） -8,978 0 -582

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 13,709 12,024 15,799 44,830

1,041 2,727 15,837

年月日

平成22年3月30日

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

（参考）
○関係閣僚会議へ
の付議件数:１件
○関係省庁との協
議件数:３件

23年３月14日開催
の物価担当官会議
において、各省庁
が所管する公共料
金等について消費
者庁への協議等の
取扱いを定めてい
た「物価担当官会
議申合せ」を改正
した（従来は値上
げの場合に限って
協議することとし
ていたが、公共料
金等を新規に設定
する場合も協議す
ることとした）。

（参考）
○関係閣僚会議へ
の付議件数:１件
○関係省庁との協
議件数:５件

（参考）
○関係閣僚会議等
への付議件数:なし

（参考）
○関係閣僚会議へ
の付議件数:３件
○関係省庁との協
議件数:２件

－

21年度* 22年度 23年度 24年度

消費者に与える影
響を十分考慮す
る。

消費者に与える影
響を十分考慮す
る。

消費者に与える影
響を十分考慮す
る。

消費者基本計画施
策番号67番によ
り、見直しを行っ
た物価担当官会議
申合せ（平成23年
３月14日）に基づ
き、各省庁が所管
する公共料金等に
ついて、消費者に
与える影響を十分
考慮して協議を行
う。

平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（７））

物価対策の推進

　各種公共料金の改定等の内容について、物価問題に関する関係閣僚会議への付議や関係省庁との協議において、消費者に
与える影響を十分考慮すべく所要の調整を行う。また、内外価格差など公共料金に関する調査を行い消費者への情報提供な
どを行う。なお、災害等の緊急時においては、物価担当官会議を開催し、関係府省連携の下で生活関連物資等の価格動向の
調査・監視や需給・価格動向について、国民への情報提供を行う。

　物価の安定に資する施策の推進により、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を目指す。

執行額（千円）

施策に関係す
る内閣の重要
政策（施政方
針演説等のう
ち主なもの）

名称 関係部分（抜粋）

消費者基本計画
（閣議決定）

施策番号 67, 67-2

施策の予算額
・執行額等

区分

予算
の
状況
（千
円）

測定指標

消費者基本計画
該当施策等

測定指標（個々の事業の実績）

消費者基本計画
施策番号67番

　各省庁所管の公共料
金等について、従来か
ら消費者庁への協議や
閣僚会議への付議を
行ってきていますが、
消費者庁・消費者委員
会の関与の在り方を含
め、その仕組みの見直
しなどの検討を行い、
必要な措置を講じま
す。

１　各省庁所管の公共料金等について、消費者庁・消費者委員会の関与のあり方を含めた仕組み
の見直し検討を行い、必要な措置を講ずる。

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（７））

目標（値）

25年度

21年度* 22年度 23年度 24年度

日本と他４カ国との
間における12分野の
公共料金の内外価
格差調査の実施。

日本と他４カ国との
間における９分野の
公共料金の内外価
格差調査の実施。

日本と他４カ国との
間における10分野の
公共料金の内外価
格差調査の実施。

日本と他４カ国との
間における11分野の
公共料金の内外価
格差調査の実施。

21年度* 22年度 23年度 24年度

「公共料金の窓」の
運営。

「公共料金の窓」の
運営。

「公共料金の窓」の
運営。

「公共料金の窓」の
運営。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －

内外価格差など公共
料金に関する調査を
行い、ウェブサイトを
通じた消費者への情
報提供を行う。

内外価格差など公共
料金に関する調査を
行い、ウェブサイトを
通じた消費者への情
報提供を行う。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

「①公共料金等に
係る情報公開の実
施状況フォロー
アップ」の実施の
ため、書面調査や
消費者委員会で設
置された公共料金
等専門調査会によ
る各省庁ヒアリン
グを行った。

消費者委員会を活
用して、②「消費
者参画の実質的な
確保」の実施に向
けた所管省庁の取
組状況に関する
フォローアップに
向けた作業、③
「料金妥当性の検
証」の検討に資す
る材料を整理す
る。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

平成24年内を目処
に関係省庁等とと
もに進め方、取組
内容の方針につい
て検討を行う。

２　公共料金に関する調査

*消費者庁は平成21年９月に設置（平成21年度は７ヶ月間）

施策の進捗状況（実績）

内外価格差など公
共料金に関する調
査を行い、消費者
への情報提供を行
う。

３　ウェブサイトを通した消費者への情報提供

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

内外価格差など公共料
金に関する調査及び消
費者への情報提供

消費者基本計画
施策番号67-2番

　公共料金等の決定過
程の透明性、消費者参
画の機会及び料金の適
正性の確保を保つ観点
から、以下の施策につ
いて検討し、取り組み
ます。
①所管省庁における公
共料金等に係る情報公
開の実施状況について
フォローアップ
②公共料金等の決定過
程で開催される公聴会
や審議会における消費
者参画の実質的な確保
③据え置きが続いてい
る公共料金等を含め料
金の妥当性を継続的に
検証する具体的方法の
検討と実施

４　公共料金等の決定過程の透明性、消費者参画の機会及び料金の適正性の確保を保つ観点から
の施策の検討及び取組

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（７））

学識経験を有
する者の知見
の活用

政策評価を行
う過程におい
て使用した資
料その他の情
報

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期 平成25年８月

－

消費生活情報課 物価担当　増田 孝之

施策に関する
評価結果

目標の達成状況

・約30年ぶりに電気料金の値上げが申請されたことを契機に、昨年来、国民生活における公共料金
等の重要性が改めて認識されている。24年度は、東京電力、関西電力及び九州電力の電気料金値上
げ認可申請における物価問題に関する関係閣僚会議への付議や関係省庁との協議の過程において、
消費者・消費者団体との意見交換会の開催や検証ポイントの策定・公表を行う等、適切に対応を
行った。このほか、当庁のウェブページ等を活用し、電気料金認可申請に係る経済産業省との協議
内容について、消費者への情報提供を行った。
・消費者基本計画施策番号67-2番「①公共料金等に係る情報公開の実施状況フォローアップ」の実
施のため、消費者委員会に設置された公共料金等専門調査会による各省庁ヒアリング等を行った。
・「公共料金の内外価格差調査」等の実施、国民生活安定緊急措置法の施行状況報告についての国
会報告を行った。

目標期間終了時点の
総括

　物価対策を適切に進めることができた。今後も公共料金に関する現状と課題を整理し、継続的な
取組を行い、消費者に与える影響を十分考慮すべく努めていく。
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施策名

施策の概要

達成すべき
目標

22年度* 23年度 24年度 25年度 26年度要求額

当初予算（a） 286,453 240,634 1,068,337 1,373,289

補正予算（b） 0 108,528 6,019,365 0

繰越し等（c） 0 0 108,528 0

合計（a＋b＋c） 286,453 349,162 7,196,230 1,373,289

117,447 136,922 7,103,592

年月日

平成22年3月30日

平成20年6月27日

平成24年7月31日

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ －

「ＰＩＯ－ＮＥＴ
刷新に関する検討
会」を開催し、消
費生活相談員等関
係者からのヒアリ
ングやアンケート
調査を実施。

７月に「ＰＩＯ－
ＮＥＴ刷新に関す
る検討会」におい
て中間報告を取り
まとめ、同報告を
基に、業務・シス
テムの現状分析な
ど、刷新に向けた
作業を実施。

「ＰＩＯ－ＮＥＴ
刷新に関する検討
会」中間報告を踏
まえ、現場での相
談にもっと役立つ
ものにすることな
どを目的として、
引き続き、ＰＩＯ
－ＮＥＴ刷新に向
けた作業を進めて
いく。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －

検討会を立ち上
げ、自治体の消費
者行政担当職員や
消費生活相談員な
ど関係者からヒア
リングを行う。

「ＰＩＯ－ＮＥＴ
刷新に関する検討
会」を開催し、Ｐ
ＩＯ－ＮＥＴを現
場での相談にもっ
と役立つものにす
ることなどを目的
として、引き続き
検討していく。

消費者基本計画
該当施策等

測定指標（個々の事業の実績）

消費者基本計画
施策番号１番

　全国消費生活情報
ネットワーク・シス
テム（ＰＩＯ－ＮＥ
Ｔ）の刷新を円滑に
実施します。また、
受け付けた相談情報
をオンライン登録す
ることにより、必要
な情報が作成され次
第、速やかに集約さ
れ、関係機関や相談
員にとって、入力作
業を含め使い勝手の
良い仕組みを構築し
ます。さらに、国に
おけるＰＩＯ－ＮＥ
Ｔ端末の設置基準に
関する検討を踏ま
え、関係機関にこれ
を追加配備します。

１　検討会での検討状況

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

施策に関係す
る内閣の重要
政策（施政方
針演説等のう
ち主なもの）

名称 関係部分（抜粋）

消費者基本計画
（閣議決定）

施策番号 1, 109, 111, 121・122, 122-2, 123, 124, 126, 129, 136

消費者行政推進
基本計画

（閣議決定）

・地方の消費生活センター及び国民生活センターを高齢者を含めすべての消費
者が何でも相談でき、誰もがアクセスしやすい一元的な消費者相談窓口と位置
付け、全国ネットワークを構築する。

日本再生戦略
（閣議決定）

・地方消費者行政の充実･強化に向けた新たな支援策の検討･結論、支援の推進
＜2012年度に実施すべき事項＞
・地方消費者行政の更なる充実・強化に向けた支援の推進（消費生活相談や法
執行体制の整備・充実、消費者団体等の多様な主体との連携強化、消費者教育
の充実等への支援）
・市町村における消費者生活相談体制の人口カバー率：100％＜2015年度までに
実施すべき事項＞
・消費者被害に遭ってもどこにも相談しなかった人の割合を減少させる＜2020
年までに実現すべき成果目標＞

平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（８））

地方消費者行政の推進

　平成23年度末までの「集中育成・強化期間」における、地方消費者行政の課題及び消費者庁としての取組・地方公共団体
への期待をまとめた「地方消費者行政の充実・強化のためのプラン」に基づく施策を、着実に推進していく。

 「集中育成・強化期間」後の地方消費者行政支援について、消費生活センターの法制上の位置づけや適正な配置、相談員
の配置や処遇などの望ましい姿や、地方との役割分担等を踏まえた国による人材面、ノウハウ面、情報面、財政面などの支
援、連携、協働の在り方について、地方消費者行政・消費生活相談体制の実態調査や内閣府消費者委員会における審議を踏
まえ、全般的に検討を行う。

 「消費者ホットライン」について、その運用や活用状況を踏まえつつ、消費者の利便に資する形で引き続き実施し、消費
生活センターや相談窓口の周知徹底に努める。更に、全国共通の電話番号から身近な相談窓口を案内する「消費者ホットラ
イン」の実施を通じ、その運用や活用状況を踏まえつつ、消費者の利便に資する形で引き続き実施し、消費生活センターや
相談窓口の周知徹底に努める。

　地方自治体と連携しながら、地方消費者行政の充実･強化を支援することにより、消費者被害の防止や救済、消費生活の
安定や向上を図る。

施策の予算額
・執行額等

区分

予算
の
状況
（千
円）

執行額（千円）
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目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

63,513件
（22年1月から開始）

232,475件 236,082件 242,015件

引き続き、効率化
を図りながら、一
元的な電話番号で
消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備
を、消費者の利便
に資する形で実施
する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

消費者にとっての
相談機会の充実を
図る。

消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備を
継続的に実施す
る。

引き続き、消費者
の利便に資する形
で実施する。

引き続き、一元的
な電話番号で消費
者からの情報・相
談を受け付ける体
制の整備を、消費
者の利便に資する
形で実施する。

目標（値）
25年度

－

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

地方公共団体主催
の会議出席など、
機会を捉えて各地
域での取組につい
て周知を行った。

地方公共団体主催
の会議出席など、
機会を捉えて各地
域での取組につい
て周知を行った。

地方公共団体主催
の会議出席など、
機会を捉えて各地
域での取組につい
て周知を行った。

地方公共団体主催
の会議出席など、
機会を捉えて各地
域での取組につい
て周知を行った。

「地方消費者行政
活性化基金」など
の活用例の紹介を
通じ、地方公共団
体における取組が
効果的に図られる
よう引き続き支援
していく。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

引き続き、「地方
消費者行政活性化
基金」を通じ、専
門家の活用などに
よる相談窓口の高
度化等について支
援を行う。

「地方消費者行政
活性化基金」や
「住民生活に光を
そそぐ交付金」な
どの活用例の紹介
を通じ、地方公共
団体における取組
が効果的に図られ
るよう引き続き支
援していく。

「地方消費者行政
活性化基金」など
の活用例の紹介を
通じ、地方公共団
体における取組が
効果的に図られる
よう引き続き支援
していく。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

9回 17回 8回 3回
相談員等のニーズ
を踏まえ、適切に
研修を実施する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

消費生活相談員等
を対象とする研修
などを通じた支援
を行う。

さらなる研修の充
実をはかる。

さらなる研修の充
実を図る。

被災地における相談窓口に、24年３月
末までに岩手県、宮城県、福島県、茨
城県の15自治体45カ所の相談窓口（う
ち法テラス出張所４箇所）に専門家の
べ2,350名を派遣。

23年度 24年度
被災地における相談窓口に、25年３月
末までに岩手県、宮城県、福島県の16
自治体52カ所の相談窓口（うち法テラ
ス出張所5箇所）に専門家のべ3,646名
を派遣。平成25年度より地方消費者行
政活性化基金を活用した地方自治体の
事業に移行。

地元自治体からの要請等、地元ニーズ
を踏まえつつ、被災地における相談窓
口に各分野の専門家（弁護士、司法書
士、行政書士、税理士等）を派遣し、
被災者の方々の生活再建を図る上で必
要となる総合的な相談体制の構築に対
する支援を行う。

23年度 24年度

地元自治体からの要請等、地元ニーズ
を踏まえつつ、被災地における相談窓
口に各分野の専門家（弁護士、司法書
士、行政書士、税理士等）を派遣し、
被災者の方々の生活再建を図る上で必
要となる総合的な相談体制の構築に対
する支援を行う。

年度ごとの目標

実績値

年度ごとの目標

３　「東日本大震災」における自治体へのバックアップの状況
　　（専門家派遣事業における派遣数、相談件数等）

施策の進捗状況（実績）

消費者基本計画
施策番号109番

　消費者からの情
報・相談を受け付け
る体制を整備しま
す。

２　消費者ホットラインの運営（利用件数）

消費者基本計画
施策番号111番

　多重債務者対策に
ついて、相談窓口の
高度化など地方公共
団体による地方消費
者行政としての取組
に対する支援を行い
ます。

４　「地方消費者行政活性化基金」を通じた専門家の活用

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

５　消費生活相談員等を対象とした国民生活センターでの研修の実施（回数）

施策の進捗状況（実績）

34



目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

84回 163回 189回 214回

全国10ブロックの
各担当（１名）が
月１回程度は「現
場」に出向き、意
見交換を行う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

地方で消費者行政
に携わる現場担当
職員等との意見交
換回数：60回

「地方消費者行政
の充実・強化のた
めのプラン」に基
づく施策を着実に
実施する。

全国10ブロックの
各担当（１名）が
月１回程度は「現
場」に出向き、意
見交換を行う。

全国10ブロックの
各担当（１名）が
月１回程度は「現
場」に出向き、意
見交換を行う。

目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

・平成24年度補正
予算において「基
金」の上積み・延
長を措置。
・「地方消費者行
政に対する国の財
政性措置の活用期
間に対する一般準
則」を制定し、地
方への継続的な支
援の必要性の認識
を明示。
・平成25年度予算
において「国と地
方とのコラボレー
ションによる先駆
的プログラム」の
実施のため「基
金」の上積みを措
置。

・平成26年度以降
においても地方消
費者行政における
地方公共団体の積
極的な取組を下支
えする支援の在り
方を検討するとと
もに、財源の確保
に向けて検討を行
う。
・基金等により整
備した消費者行政
体制の自主財源に
よる安定的な維
持・充実を働きか
ける。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

「地方消費者行政
活性化基金」終了
後においても地方
消費者行政におけ
る地方公共団体の
積極的な取組を下
支えするために、
新たな財政措置を
平成25年度予算に
おいて要求する。

目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

特定商取引法及び
景品表示法を中心
にケーススタディ
を充実し、一層の
「実戦志向」を
図った研修の開催
（６月、約100名参
加）。結果、都道
府県における執行
力の強化を図るこ
とができた。

特定商取引法及び
景品表示法を中心
にケーススタディ
を充実し、一層の
「実戦志向」を
図った研修を開催
（９月、約90名参
加）し、都道府県
における執行力の
強化を図った。

特定商取引法及び
景品表示法を中心
に、執行実務に必
要となる基礎知識
の習得を目的とし
た「執行初任者研
修」（24年５月、
約90名参加）及
び、執行に必要な
実務スキルの向上
を目指した「執行
専門研修」（25年
１月、約100名参
加）を実施し、執
行力の強化を図っ
た。

引き続き、執行研
修の開催により担
当職員の一層の専
門性の向上を図
る。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

研修の充実などを
通じた担当職員の
一層の専門性の向
上

さらなる研修内容
の充実をはかる。

執行研修の開催に
より担当職員の一
層の専門性の向上
を図る。

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号121・122番

① 地方消費者行政活
性化・消費生活相談体
制の強化について、
「地方消費者行政の充
実・強化のためのプラ
ン」に基づく施策を推
進します。
②「集中育成・強化期
間」後の地方消費者行
政について、詳細な事
例集とこれを基にした
「地方自治体への期
待」、「消費者庁の取
組」をまとめた「地方
消費者行政の充実・強
化のための指針」を取
りまとめ、引き続き、
地方消費者行政の充
実・強化に取り組みま
す。
③ 地方消費者行政推
進本部において、知事
や市町村長のリーダー
シップの下で進められ
る取組を支援するとと
もに、研修の充実など
を通じた担当職員の一
層の専門性の向上など
に取り組みます。
④ 今回の「東日本大
震災」で被害を受けた
地方公共団体のバック
アップに取り組みま
す。
⑤ 消費生活センター
の法制上の位置付けや
適正な配置、相談員の
配置や処遇などの望ま
しい姿や、地方との役
割分担等を踏まえた国
による人材面、ノウハ
ウ面、情報面、財政面
などの支援、連携、協
働の在り方について、
地域住民の意思に基づ
く充実強化が図られる
よう、地域主権改革の
理念を踏まえ、地方消
費者行政・消費生活相
談体制の実態調査や消
費者委員会における審
議結果なども参考と
し、全般的に検討を行
います
⑥「地方消費者行政活
性化基金」終了後にお
いても地方消費者行政
における地方公共団体
の積極的な取組を下支
えする支援の在り方を
検討するとともに、財
源の確保に向けて検討
を行います。

６　消費者庁職員による「現場」との意見交換（回数）

実績値

年度ごとの目標

７　「地方消費者行政活性化基金」終了後の財源の確保

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

８　執行専門研修の開催
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目標（値）

25年度

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －
24年８月に検討会中
間報告をとりまとめ
た。

引き続き、消費生
活相談員資格の法
的位置付けの明確
化等の具体化に向
けて必要な事項に
ついて検討を行
う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

「消費生活相談員
資格の法的位置付
けの明確化に関す
る検討会」を開催
し、自治体や消費
者団体等との関係
者とも意見交換を
しながら、更なる
検討を進める。

・地元自治体からの要請等、地元ニー
ズを踏まえつつ、被災地における相談
窓口に各分野の専門家（弁護士、司法
書士、行政書士、税理士等）を派遣
し、被災者の方々の生活再建を図る上
で必要となる総合的な相談体制の構築
に対する支援を行う。
・地元自治体からの要請等、地元ニー
ズを踏まえつつ、（独）国民生活セン
ターと連携して、消費者の安全・安心
の確保に向け、地方自治体における食
品等の放射性物質検査体制整備を支援
するため、放射性物質検査機器の貸与
を引き続き実施する。
・各都道府県に造成されている「地方
消費者行政活性化基金」について、震
災・原発事故を受けた緊急対応（復
旧・復興に向けた消費者行政機能の回
復・強化や食品の放射性物質検査等）
により、被災４県（福島・宮城・岩
手・茨城）では基金の取崩し額に不足
が見込まれるため、25年度予算におい
て増額要求する。

消費者基本計画
施策番号122-2番

　消費生活相談員の
資格の法的位置付け
の明確化について検
討を行い、相談員に
ついて全国的に一定
の水準を確保し、消
費生活相談業務の一
層の質の向上と体制
の整備を図ります。

10　検討会での検討状況

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

９　「東日本大震災」における自治体へのバックアップの状況
　（専門家派遣事業における派遣数、放射性物質検査機器の配備台数など）

施策の進捗状況（実績）

23年度 24年度

・被災地における相談窓口に、24年３
月末までに岩手県、宮城県、福島県、
茨城県の15自治体（45カ所の相談窓
口）と法テラス出張所４箇所に専門家
のべ2,350名を派遣。
・23年11月より、（独）国民生活セン
ターと共同で自治体に放射性物質検査
機器を貸与。
・地方消費者行政活性化基金につい
て、震災・原発事故を受けた緊急対応
のため、被災４県について、24年度予
算において3.64億円上積み。

・被災地における相談窓口に、25年３
月末までに岩手県、宮城県、福島県の
16自治体52カ所の相談窓口（うち法テ
ラス出張所５箇所）に専門家のべ3,646
名を派遣。平成25年度より地方消費者
行政活性化基金を活用した地方自治体
の事業に移行。
・（独）国民生活センターと共同で278
自治体に392台の放射性物質検査機器を
貸与を完了。
・地方消費者行政活性化基金につい
て、震災・原発事故を受けた緊急対応
のため、被災４県について、25年度予
算において7.29億円上積み。

・地元自治体から
の要請等、地元
ニーズを踏まえつ
つ、（独）国民生
活センターと連携
して、消費者の安
全・安心の確保に
向け、地方自治体
における食品等の
放射性物質検査体
制整備を支援す
る。
・被災４県に対す
る震災・原発事故
を受けた緊急対応
のための財政支援
を引き続き実施す
る。

年度ごとの目標

23年度 24年度

・地元自治体からの要請等、地元ニー
ズを踏まえつつ、被災地における相談
窓口に各分野の専門家（弁護士、司法
書士、行政書士、税理士等）を派遣
し、被災者の方々の生活再建を図る上
で必要となる総合的な相談体制の構築
に対する支援を行う。
・地元自治体からの要請等、地元ニー
ズを踏まえつつ、（独）国民生活セン
ターと連携して、消費者の安全・安心
の確保に向け、地方自治体における食
品等の放射性物質検査体制整備を支援
するため、放射性物質検査機器の貸与
を実施する。
・各都道府県に造成されている「地方
消費者行政活性化基金」について、震
災・原発事故を受けた緊急対応（復
旧・復興に向けた消費者行政機能の回
復・強化や食品の放射性物質検査等）
により、被災４県では基金の取崩し額
に不足が見込まれるため、24年度予算
において増額要求する。

測定指標

36



目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

63,513件
（22年１月から開始）

232,475件 236,082件 242,015件

引き続き、効率化
を図りながら、一
元的な電話番号で
消費者からの情
報・相談を受け付
ける体制の整備
を、消費者の利便
に資する形で実施
する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－
消費生活センター
や相談窓口の周知
徹底を行う。

引き続き、消費者
の利便に資する形
で実施する。

引き続き、消費者
の利便に資する形
で実施する。

目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

81自治体
28自治体

（23年1月27日現在）
51自治体 74自治体

直接接続できる消
費生活センターや
相談窓口をさらに
増やす。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

直接接続できる消
費生活センターや
相談窓口をさらに
増やす。

直接接続できる消
費生活センターや
相談窓口をさらに
増やす。

直接接続できる消
費生活センターや
相談窓口をさらに
増やす。

目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ 6回 6回 6回

引き続き開催す
る。開催にあたっ
ては、必要に応じ
て改善等を行いな
がら、より良い形
で開催する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

都道府県における
法執行強化のた
め、都道府県に対
し、支援を行う。

引き続き開催す
る。開催にあたっ
ては、必要に応じ
て改善等を行いな
がら、より良い形
で開催する。

引き続き開催す
る。開催にあたっ
ては、必要に応じ
て改善等を行いな
がら、より良い形
で開催する。

目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

特定商取引法及び
景品表示法を中心
にケーススタディ
を充実し、一層の
「実戦志向」を
図った研修の開催
（６月、約100名参
加）。結果、都道
府県における執行
力の強化を図るこ
とができた。

特定商取引法及び
景品表示法を中心
にケーススタディ
を充実し、一層の
「実戦志向」を
図った研修を開催
（９月、約90名参
加）し、都道府県
における執行力の
強化を図った。

特定商取引法及び
景品表示法を中心
に、執行実務に必
要となる基礎知識
の習得を目的とし
た「執行初任者研
修（24年５月、約
90名参加）」及
び、執行に必要な
実務スキルの向上
を目指した「執行
専門研修（25年１
月、約100名参
加）」を実施し、
執行力の強化を
図った。

引き続き、執行研
修の開催により担
当職員の一層の専
門性の向上を図
る。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

都道府県における
法執行強化のた
め、都道府県に対
し、支援を行う。

更なる研修内容の
充実を図る。

更なる研修内容の
充実を図る。

消費者基本計画
施策番号124番

 都道府県における法
執行強化（景品表示
法、特定商取引法、
農林物資の規格化及
び品質表示の適正化
に関する法律等）を
図るため、地方から
の研修員受入れ、執
行研修の充実等を通
じた人材強化、都道
府県との連絡会議の
開催等を通じた国と
都道府県の連携など
の支援を行います。

13　消費者行政ブロック会議の開催（回数）

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

14　執行専門研修の開催

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号123番

 「消費者ホットライ
ン」について、国民
生活センターと連携
して、その運用や活
用状況を踏まえつ
つ、消費者の利便に
資する形で引き続き
実施し、消費生活セ
ンターや相談窓口の
周知徹底に努めま
す。また、通信事業
者による通信環境の
改善を待ちつつ、直
接接続できる消費生
活センターや相談窓
口をさらに増やしま
す。さらに、国民生
活センターでは、現
行の土日祝日相談に
加えて、平日におい
ても「消費者ホット
ライン」のバック
アップに取り組みま
す。

11　消費者ホットラインの運営（利用件数）

実績値

年度ごとの目標

12　消費者ホットライン接続自治体の拡大（自治体数）

実績値

年度ごとの目標
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目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

84回 163回 189回 214回

全国10ブロックの
各担当（１名）が
月１回程度は「現
場」に出向き、意
見交換を行う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

年度ごとの目標
（値）

－

月10回程度は地方
公共団体担当者な
どの現場の関係者
との意見交換を行
い、「顔の見える
関係」を構築す
る。

全国10ブロックの
各担当（１名）が
月１回程度は「現
場」に出向き、意
見交換を行う。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ －

・消費者行政ブ
ロック会議を全国
６ブロックで開
催。
・「地方消費者行
政活性化基金」の
上積みについて全
国説明会を実施し
たほか、５県で地
方説明会を実施。
・放射性物質検査
機器の貸与開始に
あたり、自治体の
希望に応じ、４県
で説明会を実施し
たほか、機器の操
作に関する研修会
を12回開催した。

・消費者行政ブ
ロック会議を全国
６ブロックで開
催。
・「地方消費者行
政活性化基金」の
上積みについて全
国説明会を実施し
たほか、被災県に
おいて、専門家派
遣事業の実施主体
の円滑な移行のた
めの説明会を実
施。
・放射性物質検査
機器の貸与開始に
あたり、機器の操
作に関する研修会
を13回開催した。

消費者行政ブロッ
ク会議や各種説明
会を通じて、震災
への対応状況等に
ついて説明し、情
報共有を図る。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －

消費者行政ブロッ
ク会議等を通した
消費者団体等への
協力依頼･情報共有
等を実施する。

消費者行政ブロッ
ク会議や各種説明
会を通じて、震災
への対応状況等に
ついて説明し、情
報共有を図る。

消費者基本計画
施策番号126番

　政策・措置に関す
る情報を地方公共団
体と共有する体制に
ついて、関係行政機
関及び地方公共団体
との連携を密にする
などして整備を行い
ます。各種説明会や
連絡会議の場等にお
いて引き続き情報共
有の徹底を図りま
す。

15　消費者庁職員による「現場」との意見交換（回数）

実績値

年度ごとの目標

16 「東日本大震災」における自治体へのバックアップの情報共有の状況

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ 33回 49回 40回
積極的に出席し、
意見交換等を行
う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

消費者団体との継
続的な意見交換の
実施、消費者団体
が実施するシンポ
ジウム等への出席
を通じて消費者団
体の要望・意見を
聴取する。

積極的に出席し、
意見交換等を行
う。

積極的に出席し、
意見交換等を行
う。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ 8回 8回 8回

引き続き開催す
る。開催にあたっ
ては、必要に応じ
て改善等を行いな
がら、より良い形
で開催する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

消費者団体への情
報提供や、効率的
な情報交換の在り
方の検討を行い、
可能なものから逐
次実施する。

引き続き開催す
る。開催にあたっ
ては、必要に応じ
て改善等を行いな
がら、より良い形
で開催する。

引き続き開催す
る。開催にあたっ
ては、必要に応じ
て改善等を行いな
がら、より良い形
で開催する。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ －

・地方消費者グ
ループ・フォーラ
ムのほか、消費者
団体等との意見交
換会を６回開催。
・「食べて応援し
よう！」消費者
フォーラムを川崎
市で開催。

地方消費者グルー
プ・フォーラムの
場で、震災への対
応状況について情
報提供を実施。

地方消費者グルー
プ・フォーラム等
を通じて、震災へ
の対応状況等につ
いて説明し、情報
共有を図る。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －

・地方消費者グ
ループフォーラム
等を通した消費者
団体等への協力依
頼･情報共有等を実
施する。
・意見交換･情報共
有の場として、
「食べて応援しよ
う！」消費者
フォーラムを開催
する。

地方消費者グルー
プ・フォーラム等
を通じて、震災へ
の対応状況等につ
いて説明し、情報
共有を図る。

消費者基本計画
施策番号129番

　消費者団体等と継
続的な意見交換の場
を設け、消費者団体
等相互の連携強化や
消費者問題の実情に
関する現場の意見・
政策提言を吸い上げ
るとともに、消費者
団体が行う公益的な
活動についての育
成・支援の在り方を
検討します。

17　消費者団体が実施するシンポジウム等への出席（回数）

実績値

年度ごとの目標

18　地方消費者グループ・フォーラムの開催（回数）

実績値

年度ごとの目標

19　「東日本大震災」における自治体へのバックアップの情報共有の状況

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

消費者庁から厚生
労働省に対し、同
省における、労働
者等からの相談を
受ける窓口（都道
府県労働局）にお
いて、管轄地域に
おける消費生活セ
ンター等の連絡先
や相談体制の周知
及び身近な消費生
活相談窓口や国民
生活センターを案
内している「消費
者ホットライン」
の周知を文書で依
頼。

「消費者ホットラ
イン」の周知用チ
ラシを、都道府県
労働局、経済産業
局や日本司法支援
センターの支部
等、関係省庁の出
先機関を含む各種
相談窓口1,621箇所
に合計128,790部を
配布し、周知を依
頼。

「地方消費者行政
の充実・強化のた
めの指針」事例集
において、関係部
局・機関と連携し
て相談対応を行っ
ている地方自治体
の取組事例を紹介
し、他の自治体に
も普及するよう取
り組んだ。

引き続き、消費生
活に関するトラブ
ルについて、消費
生活相談窓口を案
内できるような取
組を進める。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

関係機関に対し、
労働相談窓口など
への消費生活相談
窓口の周知を依
頼。

引き続き、消費生
活に関するトラブ
ルについて、消費
生活相談窓口を案
内できるような取
組を進める。

引き続き、消費生
活に関するトラブ
ルについて、消費
生活相談窓口を案
内できるような取
組を進める。

消費者基本計画
施策番号136番

労働相談など他の相
談機関においても、
消費生活に関するト
ラブルについて、消
費生活相談窓口を案
内できるような取組
を進めます。

20　他の行政機関との連携

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

*消費者庁は平成21年９月に設置（平成21年度は７ヶ月間）
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学識経験を有
する者の知見
の活用

政策評価を行
う過程におい
て使用した資
料その他の情
報

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期 平成25年８月

○学識経験を有する者からの個別の意見聴取（平成25年８月）
特になし

－

地方協力課
総括担当 角 陽子
         及川 真

施策に関する
評価結果

目標の達成状況の
分析

・「集中育成・強化期間」後の地方消費者行政について、詳細な事例集とこれを基にした「地方自
治体への期待」、「消費者庁の取組」をまとめた「地方消費者行政の充実・強化のための指針」を
取りまとめ（24年７月）、これに基づく施策を推進した。

・各都道府県に造成されている「地方消費者行政活性化基金」について、平成24年度補正予算にお
いて60.2億円の上積みと25年度末までの延長を行った。さらに、平成25年度予算において「国と地
方とのコラボレーションによる先駆的プログラム」の実施のため５億円の上積みを行うとともに、
被災４県に対しては平成24年度に引き続き、平成25年度予算において約7.29億円の上積みを行っ
た。

・「地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則」を制定（25年２月）し、
地方への継続的な支援が必要であるとの国の認識を示すとともに、地方自治体の自主財源化への取
組を促した。

・消費者庁幹部や経済産業局などの国の機関と都道府県・政令指定都市の担当部局長との意見交換
や情報交換の場として、「地方消費者行政ブロック会議」を全国６ブロックで開催し、法執行の強
化の支援や連携などに努めるとともに、地域で消費者問題に携わる者の「交流の場」として、平成
24年度も全国８ブロックで「地方消費者グループ・フォーラム」を開催した。また、自治体と意見
交換を行うのみならず、消費者団体等が実施するシンポジウム等にも出席し、消費者団体等とも積
極的に交流を図った。

・東日本大震災への対応として、平成23年度に引き続き、地元のニーズを踏まえつつ被災地におけ
る各相談窓口に各分野の専門家を派遣し、被災者の方々の生活再建を図る上で必要となる総合的な
相談体制の構築に対する支援を行うほか、消費者の安全・安心をよりいっそう確保するため、国民
生活センターと共同で地方自治体に検査機器を貸与し、消費サイドで食品の放射性物質を検査する
体制を整備する等、被害を受けた自治体のバックアップに取り組んだ。

・ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新の検討について中間報告を取りまとめ（24年７月）、同報告を基に、業務・
システムの現状分析など、刷新に向けた作業を実施した。

以上のとおり、年度当初に掲げた目標は概ね達成した。

目標期間終了時点の
総括

・地方消費者行政に関する財政措置の在り方については、「一般準則」により長期的な体制整備の
ロードマップを示したところではあるが、具体的な財政措置の在り方について検討を進めて行くこ
とが必要であることから、引き続き地方自治体と密接に連携を図り、地方の要望を踏まえながら検
討を進める。また、地方自治体が円滑かつ計画的に自主財源に移行できるよう促す取組を続ける。

・「地方消費者行政ブロック会議」、「地方消費者グループ・フォーラム」の開催に当たっては、
参加者からの意見を踏まえながらより効率的な運営を実施する。

・消費者ホットラインの運営に当たっては、利用件数なども踏まえながら、より効率的な執行管理
を行う。

41



施策名

施策の概要

達成すべき目
標

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求額

当初予算（a） 184,322 59,311 195,860 103,010

補正予算（b） 0 0 -4,508

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 184,322 59,311 191,352

31,100 146,800 122,500

年月日

平成22年3月30日

目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

0件 168,614件 109,205件 143,588件
掲載する情報や機
能の充実を継続的
に図る。

21年度* 22年度 23年度 24年度

掲載する情報や機
能の充実を継続的
に図る。

掲載する情報や機
能の充実を継続的
に図る。

掲載する情報や機
能の充実を継続的
に図る。

掲載する情報や機
能の充実を継続的
に図る。

平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（９））

消費者の安全確保のための施策の推進

　消費者安全法の「重大事故等」、消費生活用製品安全法の「重大製品事故」については、毎週定期的に件数、事故概要等
を公表している。
　事故情報デ－タバンクは、生命・身体に係る消費生活上の事故情報を関係機関等から一元的に集約して提供するシステム
であり、事故の再発・拡大の防止に資する環境整備の一環として整備し、平成22年4月から国民の方にはインタ－ネットか
ら同デ－タバンクの事故情報を自由に閲覧・検索することができるようにしている。
　食品と放射性物質に関しては、消費者の目線に立ち、関係省庁、地方自治体、消費者団体等と連携しつつ、消費者へのわ
かりやすい情報提供、消費者とのリスクコミュニケーションの強化に努めている。また、リスクコミュニケーションについ
ては、これまで消費者の日常生活における身近な問題をテーマとして行ってきており、引き続き推進していくこととしてい
る。
 「医療機関ネットワ－ク」は、消費者の生命または身体に生ずる被害に関する事故等の概要等の詳細情報を医療機関から
収集し、同種事故等の再発防止に活かしていくことを目的しており、平成22年12月に事業を開始している。
　平成24年８月に消費者安全法の一部を改正する法律が成立し、同年10月に消費者安全調査委員会が設置された。消費者安
全調査委員会は、生命・身体の被害に関する消費者事故等の中から、事故等の発生・拡大の防止及び被害の軽減を図るため
に原因を究明する必要がある事故を選定し、調査を行っている。

　生命・身体被害に係る消費者事故等に関する情報を迅速、的確かつ効果的に発信することにより、消費者事故等による被
害の発生又は拡大を防止する。
　食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを一層促進することにより、消費者が正確に理解をし、自ら判断して消
費活動を行うことができるような取組みを推進する。
　消費者安全調査委員会は、生命身体被害が発生した場合において、被害の発生・拡大の防止を図るために原因を究明する
ことが必要であると認めるときには、事故等原因調査等を行い、必要に応じて、その発生・拡大の防止のため必要な施策・
措置について勧告・意見具申を行う。

執行額（千円）

施策に関係す
る内閣の重要
政策（施政方
針演説等のう
ち主なもの）

名称 関係部分（抜粋）

消費者基本計画
（閣議決定）

施策番号 2, 3, 4, 5・6, 7, 12, 13-2, 13-2-2, 13-4, 20, 21, 38, 168

施策の予算額
・執行額等

区分

予算の
状況
（千
円）

消費者基本計画
該当施策等

測定指標（個々の事業の実績）

消費者基本計画
施策番号2番

　関係行政機関、関係
機関、地方公共団体等
から消費者事故情報等
を一元的に集約するた
めの事故情報データバ
ンクを構築し、個人情
報保護に配慮しつつ十
分な開示を行い、国民
生活センターと連携し
て広く国民からの利用
が可能な運用を行いま
す。

１　事故情報データバンクのアクセス件数

実績値

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（９））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

東日本大震災に伴
う東京電力福島第
一原子力発電所事
故に際しては、原
子力災害特別措置
法に基づき、内閣
総理大臣を本部長
とする原子力災害
対策本部の下で、
関係省庁一丸と
なって対応した。
消費者庁も政府の
一員として、消費
者への分かりやす
い情報発信等に努
めた。

－

今般の食品安全を
めぐる状況の変化
に加え、消費者庁
の発足に伴い（食
品安全分野以外も
含む）緊急時に消
費者庁が司令塔機
能を担うこと等を
踏まえ、食品安全
基本法第21条1項や
緊急時対応マニュ
アル等の改正を
行った。また、緊
急時対応マニュア
ル等の実効性の向
上を図るため、食
品安全委員会主催
による緊急時対応
訓練を厚生労働
省、農林水産省及
び環境省とともに
実施した。

・消費者安全の確
保に関する関係府
省庁緊急時対応基
本要綱等に基づき
適切に対処する。
・関係府省と相互
に十分な連絡及び
連携を図りながら
緊急時対応訓練を
実施する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

緊急時には適切な
対応を行う。

緊急時には適切な
対応を行う。

消費者安全の確保
に関する関係府省
庁緊急時対応基本
要綱等に基づき適
切に対処する。

消費者安全の確保
に関する関係府省
庁緊急時対応基本
要綱等に基づき適
切に対処する。

目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

事故情報データバ
ンクへの連携機関
の拡大など適時に
改善を実施。

・消費者安全法、消
費生活用製品安全
法、隣接制度等によ
る事故情報収集状況
の検証・海外制度調
査等を実施。
・事故情報が消費者
庁へ幅広く迅速に収
集されるように、総
務省消防庁及び警察
庁へ協力を要請（２
月）
・消費者安全法及び
消費生活用製品安全
法に基づき収集され
た事故情報について
の公表方法を改善
（製品起因であるか
を特定できなくても
事業者名公表を積
極的に実施等）（９
月以降）

・23年11月に「入手
情報点検チーム」を
設置し、当該チーム
に情報を集約し、情
報の見落とし、未対
応、対応遅れを防止
する体制を整備。寄
せられた情報につい
ては、法令以外のも
のを含めて確認して
おり、これを通じて
事故情報の収集状況
を日々検証。
・「消費者安全行政
の抜本的強化に向け
た対応策についての
建議」（23年７月22
日、消費者委員会）
に基づき、重大事故
等の範囲の拡大を踏
まえ、事故情報の収
集・分析・活用につ
いて検討を行い、報
告（24年２月23日）
を行った。

・「入手情報点検
チーム」での点検体
制については、24年
10月の消費者安全調
査委員会の発足及び
入手情報の増加に伴
い、消費者庁、消費
者安全調査委員会、
国民生活センターと
の連携や、点検業務
の効率化等を行うこ
とで、情報の見落と
し、未対応及び対応
の遅れを防ぎ、速や
かに消費者への情報
提供、被害の拡大防
止ができるよう、24
年11月に体制の見直
しを行った。
・事案に関しては、
消費者庁、消費者安
全調査委員会、国民
生活センターの複数
の機関による対応の
ための優先度をつけ
た。

・消費者安全法等
に基づく事故情
報、その他消費者
庁へ寄せられる事
故情報の適切な収
集及び消費者庁と
しての対応を適切
に行うと共に、常
に検証を行い必要
に応じて見直しを
行う。
・生命・身体分野
の消費者事故等の
情報に基づく消費
者庁の対応につい
て、被害の重篤
度、拡大可能性等
を踏まえて優先度
をつけた対応を行
う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

事故情報収集状況
の検証・海外制度
調査等の実施。ま
た、情報収集・公
表の改善を継続的
に実施。

消費者安全法等に
基づく事故情報の
収集及び当該事故
情報の公表の仕組
みについて見直し
を行う。

・消費者安全法等
に基づく事故情報
の収集及び当該事
故情報の公表の仕
組みについて見直
しを行う。
・生命・身体分野
の消費者事故等の
情報に基づく消費
者庁の対応につい
て優先度をつけた
対応を行う。

消費者基本計画
施策番号3番

　消費者被害の発生・
拡大を防止し、消費生
活の安全を確保するた
めの省庁横断的な緊急
の対応が必要な場合に
は、緊急時における国
の対処の在り方等に関
する要綱に基づき対処
します。

２　緊急時に適切に対処

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号4番

　消費者安全法及び消
費生活用製品安全法に
おける事故情報の報
告・公表制度の拡充に
ついては、消費者安全
法等に基づく情報収集
を着実に実施し、重大
事故以外の情報の収集
状況、消費生活用製品
以外の事故情報の収集
状況等の検証を行いま
す。
　これらに基づき、消
費者委員会での検討を
踏まえながら、収集す
る事故情報の範囲等の
拡大について検討を行
います。また、公表す
る事故情報の範囲等を
拡大します。
　消費者庁は、生命・
身体分野の消費者事故
等の情報に基づく消費
者庁の対応の在り方に
ついて検討を行い、被
害の重篤度や拡大可能
性等の観点から優先度
をつけた対応を行いま
す。

３　事故情報の報告・公表制度の拡充への取組

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（９））

目標

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

入手情報点検チー
ムでの点検業務に
より、消費者被害
の発生状況につい
て日々把握して、
消費者に向けたタ
イムリーな注意喚
起を行うととも
に、国民生活セン
ターとの連携によ
る商品テスト情報
の提供を実施し
た。

消費者庁に寄せら
れる事故情報につ
いて適切な分析を
継続的に実施す
る。それらの事故
情報から被害の発
生の動向を的確に
把握し、消費者へ
の注意喚起や商品
テスト等の情報提
供をタイムリーに
行う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

・適切な分析及び
情報提供につい
て、継続的に実施
する。
・引き続き、消費
者被害の発生の動
向を常時的確に把
握し、注意喚起や
商品テスト情報の
提供をタイムリー
に行う。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

国内外におけるリ
コール情報等の収
集・公表等に関す
る状況及びリコー
ルに基づく回収率
向上等の手法につ
いて、調査・分
析。

消費者に分かりや
すく効果的にリ
コール情報を周知
する「リコール情
報一元化システ
ム」を構築した
（24年４月から運
用開始）。

24年４月より運用
開始し、1,731件の
リコール情報を登
録。リコール情報
のメール配信サー
ビスを開始。会員
登録者数5,852件
（25年３月末時
点）

消費者の特性を考
慮して、リコール
情報の周知度を把
握するとともに、
分かりやすい情報
発信につなげる。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－
リコール情報の周
知方策等の検討。

リコール情報一元
化サイト（23年度
中構築予定）を管
理・運営し、リ
コール情報の周知
の適切に行う。

サイトの利用状況
を把握し、機能改
善等を検討する。

消費者基本計画
施策番号7番

　リコール情報を一元
的に収集し、消費者へ
分かりやすく情報提供
します。
　また、各種リコール
情報を消費者の特性を
考慮して分かりやすく
周知する方策について
検討します。

５　リコール情報の周知に関する調査・分析

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号5・6

　消費者安全法に基づ
く消費者事故等の通知
やＰＩＯ－ＮＥＴ等で
収集される情報に関す
る分析手法を向上させ
つつ、適切な分析を行
うことによって、消費
者被害の発生の動向を
常時的確に把握し、国
民生活センターと連携
して、注意喚起や商品
テスト情報の提供をタ
イムリーに行います。

４　適切な分析及び情報提供の実施並びに注意喚起や商品テスト情報のタイムリーな提供

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（９））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

・消費者安全情報
総括官制度につい
ては、24年９月28
日の関係閣僚及び
関係府省局長申合
せにより、緊急事
態等が発生した場
合における国の対
処の在り方等を定
め、即応体制の強
化を政府一体と
なって推進を図っ
た。
・医療機関ネット
ワークによる事故
情報の追跡調査を
廃止した中で、当
該事故情報を基に
重大事故等の情報
について注意喚起
を行った。

・重大事故等の情
報については、関
係行政機関、関係
機関と連携を図り
ながら、迅速・的
確に集約及び分
析・共有を進め
る。
・引き続き、医療
機関ネットワーク
からの事故情報の
収集に努め、重大
事故等については
速やかな注意喚起
を行う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

・重大事故等の情
報については、消
費者安全情報総括
官制度などを通じ
て関係行政機関、
関係機関等と連携
を図りながら、迅
速・的確に役割分
担を図りつつ、分
析・原因究明を進
める。
・医療機関ネット
ワークによる事故
情報の追跡調査に
ついては、国民生
活センターの事業
と併せて事業の在
り方を検討するこ
ととし、現在の事
業としては廃止す
ることとする。測定指標

消費者基本計画
施策番号12番

　消費者安全法に基づ
き、関係行政機関及び
地方公共団体等から通
知される重大事故等の
情報について、消費者
安全情報総括官制度や
事故情報分析タスク
フォースなどを通じて
関係行政機関、関係機
関等と連携を図りなが
ら、迅速・的確に分
析・原因究明を進めま
す。また、医療機関と
のネットワーク構築事
業における委嘱医療機
関等から製品等に係る
事故に関する基本的な
情報及び必要に応じて
詳細情報を収集する仕
組みを構築・運用し、
適時見直しを行いま
す。
 さらに、高度な事故
分析能力を有する人材
の確保・養成を図りま
す。

６　医療機関ネットワーク事業における事故情報収集、注意喚起等の実施

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（９））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

24年８月に消費者
安全法の一部を改
正する法律が成立
し、同年10月に消
費者安全調査委員
会が設置された。
このことにより、
消費者安全の確保
のために必要な事
故調査が十分にな
されているとはい
えない生命・身体
分野の消費者事故
等の調査を行う体
制は整備された。

（施策番号13-2-3）
消費者安全調査委員
会は、生命身体被害
が発生した場合にお
いて、被害の発生・
拡大の防止を図るた
めに原因を究明する
ことが必要であると
認めるときには、事
故等原因調査等を行
い、必要に応じて、
その発生・拡大の防
止のため必要な施
策・措置について勧
告・意見具申を行
う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

消費者事故等の調
査機関の設置に係
る消費者安全法の
一部を改正する法
律案が成立し、施
行された際には、
消費者安全調査委
員会が消費者事故
等の原因究明、対
策の提言などを着
実に実施し、消費
者の生命・身体を
脅かす事故の発生
及び拡大の防止に
努める。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

24年８月に消費者
安全法の一部を改
正する法律が成立
し、同年10月に消
費者安全調査委員
会が設置された。
このことにより、
消費者事故等の調
査の公正・独立に
ついての評価、複
数の事故調査機関
相互の調整・連
携、事故調査の申
出への対応等を行
う体制は整備され
た。

（施策番号13-2-3）
消費者安全調査委員
会は、生命身体被害
が発生した場合にお
いて、被害の発生・
拡大の防止を図るた
めに原因を究明する
ことが必要であると
認めるときには、事
故等原因調査等を行
い、必要に応じて、
その発生・拡大の防
止のため必要な施
策・措置について勧
告・意見具申を行
う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

消費者事故等の調
査機関の設置に係
る消費者安全法の
一部を改正する法
律案が成立し、施
行された際には、
消費者安全調査委
員会が消費者事故
等の原因究明、対
策の提言などを着
実に実施し、消費
者の生命・身体を
脅かす事故の発生
及び拡大の防止に
努める。

消費者基本計画
施策番号13-2番

　消費者庁は、「事故
調査機関の在り方に関
する検討会」の取りま
とめを踏まえ、既存の
関連機関の規制行政の
ための機能との両立な
ども踏まえた関係の在
り方の検討、既存の関
連機関の機能や有識者
の知見を活かした連携
やネットワークづく
り、事故調査と刑事手
続との関係の整理など
も進めながら、消費者
安全の確保のために必
要な事故調査が十分に
なされているとはいえ
ない生命・身体分野の
消費者事故等の調査を
行う体制を整備しま
す。

７　消費者安全調査委員会の設置を規定する消費者安全法の改正及び成立後の体制整備

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号13-2-2番

 「事故調査機関の在
り方に関する検討会」
の取りまとめを踏ま
え、消費者事故等の調
査の公正・独立につい
ての評価、複数の事故
調査機関相互の調整・
連携、事故調査の申出
への対応等の機能を果
たすため、消費者委員
会の役割を含めて必要
な検討を行い、体制を
整備します。

８　消費者安全調査委員会の設置を規定する消費者安全法の改正及び成立後の体制整備

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（９））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

食品等による窒息
事故について、消
費者に注意喚起を
行い、再発防止に
努めた。
・「子どもの窒息
事故にご注意くだ
さい」（24年８月
24日）
・「年末年始、高
齢者のもち等によ
る窒息事故にご注
意！」（24年12月
25日）

食品等による窒息
事故の再発防止に
向けるために必要
な措置を講じる。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

食品の物性・形状
面等での安全性確
保のために必要な
措置を講じる。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

関係府省庁が連
携、協力して「基
本的事項」改定の
ための議論をする
場を作った。

基本的事項改定案
策定に当たり、必
用となる調整を関
係府省庁との間で
行った。

関係府省との調整
を図り、消費者庁
に期待される役割
の増大に応える内
容で「基本的事
項」を変更した。
また、これに基づ
き、各種規程等に
関しても所要の改
正を行った。

食品安全基本法第
21条第１項に規定
する「基本的事
項」に基づき、引
き続き、体制整備
を図りつつ、食品
の安全性の確保の
ために必要な措置
を講じる。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

所要の体制の整
備、「基本的事
項」の改定の検
討。

・24年度に「基本
的事項」閣議決定
について閣議決定
すべく、関係府省
庁との調整を含め
た必要な準備を行
う。
・食品安全基本法
に基づき、食品安
全委員会及び消費
者委員会双方に基
本的事項の改定案
骨子について意見
を求める。

食品安全委員会及
び消費者委員会の
意見を踏まえ、基
本的事項の変更案
を作成し、閣議決
定・公表を24年度
内に行う。これに
基づき、食品の安
全性の確保のため
に必要な措置を講
ずる。

消費者基本計画
施策番号13-4番

　食品等による窒息事
故の再発防止に向け
て、食品の物性・形状
面での安全性の確保の
ために必要な措置を講
じます。

９　安全性確保に向け、今後、適切に対応

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号20番

　食品安全基本法第21
条第1項に規定する
「基本的事項」を内閣
府及び消費者庁におけ
る所要の体制整備を
図った上で改定し、そ
れに基づいて、食品の
安全性の確保のために
必要な措置を講じま
す。

10　現行規定決定以後の取組みの反映、消費者庁設置以降の食品安全推進体制の見直し、緊急時対
応の体制整備等を内容とする基本的事項の改訂を着実に実施

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（９））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － 45回 175回

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －

・消費者庁が主催
するシンポジウム
形式、
・地方自治体、消
費者団体等と消費
者庁の共催、
・地方自治体・消
費者団体等が開催
する講演会等への
講師紹介・派遣
等の各リスクコ
ミュニケーション
等に取り組む。

食品と放射性物質
に関し、消費者の
目線に立ち、関係
省庁、地方自治
体、消費者団体等
と連携しつつ、消
費者とのリスクコ
ミュニケーション
の強化に努める。

目標（値）

25年度

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ 4件 10件 9件

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ 3件 8件 9件

21年度* 22年度 23年度 24年度

－
判例等の整理・公
表。

消費者庁と国民生
活センター、各Ｐ
Ｌセンターが連携
し、判例及び裁判
外紛争解決事例を
収集し、公表して
いく。

消費者庁と国民生
活センター、各Ｐ
Ｌセンターが連携
し、判例及び裁判
外紛争解決事例を
収集し、公表を行
う。

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号38番

　製造物責任法に関連
する裁判例及び裁判外
紛争解決事例につい
て、消費者庁は、関係
省庁及び国民生活セン
ターなど関係機関との
協力体制を整備して収
集を行い、これを整理
して取りまとめ、消費
者庁ウエブサイト等で
公表します。

12　判例、製造物責任法に基づき提訴された訴訟等の情報の収集・公表件数

施策の進捗状況（実績）

消費者庁と国民生
活センター、各Ｐ
Ｌセンターが連携
し、判例及び裁判
外紛争解決事例を
収集し、公表を行
う。

13　裁判外紛争解決事例の収集・公表件数

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号21番

　 関係省庁等は、食品
の安全性に関するリスク
コミュニケーションを推進
します。
 消費者庁においては、
所要の体制整備を図っ
た上で、関係行政機関
等の協力を得て、消費
者に身近な地方公共団
体や消費者団体等との
連携を図りながら、消費
者の立場に立ったリスク
コミュニケーションの一
層の促進のために必要
な措置を講じます。

11　「食品と放射能」の問題について、消費者への分かりやすい情報提供を実施

実績値

リスクコミュニケーション等の開催回数
わかりやすい情報
提供と消費者との
対話を目指し、こ
れまでのシンポジ
ウム形式等の開催
に加え、地域で活
動する専門家（コ
ミュニケーター）
の養成を通し、子
育て世代を対象と
したミニ集会等の
開催促進、リスク
コミュニケーショ
ンの重点的展開を
図る。
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（９））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － － 4回

引き続き、ＯＥＣ
Ｄ会合及び関連作
業グループ会合等
における幅広い消
費者問題に関する
検討に積極的に参
画する。特に、Ｏ
ＥＣＤ消費者政策
委員会の製品安全
作業部会に出席
し、情報収集等を
行う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

引き続き、ＯＥＣ
Ｄ会合及び関連作
業グループ介護等
における幅広い消
費者問題に関する
検討に積極的に参
画する。特に、Ｏ
ＥＣＤの消費者政
策委員会の製品安
全作業部会に出席
し、情報収集等を
行う。

学識経験を有
する者の知見
の活用

政策評価を行
う過程におい
て使用した資
料その他の情
報

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期 平成25年８月

施策に関する
評価結果

目標の達成状況の分析

　今年度、事故情報データバンクへのアクセス件数は堅調に推移した。収集する事故情報の範囲等
の拡大については、平成24年10月に消費者安全調査委員会が設置されたことに伴い、これまでの
「入手情報点検チーム」における対応体制の見直しを図り、事故情報等の効率的な確認や注意喚起
等を行う事案の効率的な抽出に努めることができた。
　リコール情報サイトについては、平成24年４月より運用を開始し、会員登録された方へのメール
配信サービスを開始することができた。
　食品と放射能の問題については、計175回のリスクコミュニケーション等を実施し、情報共有・正
確な理解の促進を図り、消費者が自ら判断して消費行動を行うことができるような取組を推進する
ことができた。

目標期間終了時点の
総括

　前年度同様、生命・身体被害に係る消費者事故等に関する情報を迅速・的確かつ効果的に発信
し、被害の発生又は拡大を防止する取組を確実に実施していく。
　食品と放射能に関するリスクコミュニケーションについては、地方自治体、消費者団体と連携し
た意見交換会の全国的展開に加え、子育て世代向けのミニ集会の開催の促進や、意見交換会の中心
となる専門家（コミュニケーター）養成のための研修を実施し、地域におけるリスクコミュニケー
ションの強化等を図っていく。
　消費者安全調査委員会は、引き続き、生命身体被害が発生した場合において、被害の発生・拡大
の防止を図るために原因を究明することが必要であると認めるときには、事故等原因調査等を行
い、必要に応じて、その発生・拡大の防止のため必要な施策・措置について勧告・意見具申を行っ
ていく。

○学識経験を有する者からの個別の意見聴取（平成25年８月）
特になし

－

消費者安全課 総括担当　鈴木 秀男

消費者基本計画
施策番号168番

　
　ＯＥＣＤ消費者政策委
員会（ＣＣＰ）において、
加盟国における消費者
問題の解決制度の現状
比較、現在進められてい
る製品安全に関する情
報共有の取組等、幅広
い消費者問題に関する
検討に積極的に参画し
ます。

14　ＯＥＣＤ会合及び関連作業グループ会合等への積極的参画

実績値

年度ごとの目標
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施策名

施策の概要

達成すべき
目標

22年度* 23年度 24年度 25年度 26年度要求額

当初予算（a） 358,381 352,633 277,721 238,630

補正予算（b） -14,266 0 -5,786

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 344,115 352,633 271,935

264,117 235,111 240,347

年月日

平成22年3月30日

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

48件 53件 43件 40件

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

引き続き、訪問販
売等のトラブルの
多い特定の取引に
ついて、悪質事業
者に対する行政処
分を厳正に行い、
消費者保護を十分
に確保する。

平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（10））

消費者取引対策の推進

○特定商取引法等の厳正な執行
　消費者トラブルの実態を踏まえ、経済産業局との密な連携の下、悪質事業者に対する行政処分（業務停止命令・指示）
などを厳正に行う。
　また、通信販売等について、特定商取引法の執行を補完する取組として、事業者に対し不適切な広告の改善を促すとと
もに、インターネット・サービス・プロバイダ（以下「ＩＳＰ」という。）や金融庁などに対し違法な電子メール広告な
どの情報を提供することによりウェブサイトの削除や口座の停止などを促す。また、警察との連携強化など、環境整備に
必要な取組を行う。
　このほか、特定電子メール法に基づく表示等に関する規制・制度を運用する。

 訪問販売等のトラブルの多い特定の取引について、悪質事業者に対する行政処分を厳正に行うこと等により、消費者保護
を十分に確保する。
 また、特定電子メール法を厳正に運用すること等により、一般消費者の利益を確保する。

執行額（千円）

施策に関係す
る内閣の重要
政策（施政方
針演説等のう
ち主なもの）

名称 関係部分（抜粋）

消費者基本計画
（閣議決定）

施策番号 41, 41-2, 41-3, 44-2, 53, 154

施策の予算額
・執行額等

区分

予算
の
状況
（千
円）

消費者基本計画
該当施策等

測定指標（個々の事業の実績）

消費者基本計画
施策番号41番

　高齢者などを狙っ
た悪質商法対策の充
実・強化を図るた
め、特定商取引法の
趣旨及び消費者被害
の実態を踏まえ、同
法の厳正な執行を行
います。

１　特定商取引法の厳正な執行

実績値

処分件数
引き続き、訪問販
売等のトラブルの
多い特定の取引に
ついて、悪質事業
者に対する行政処
分を厳正に行い、
消費者保護を十分
に確保する。

年度ごとの目標
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目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

193,565件 240,217件 259,596件 406,774件

13,565件 10,402件 10,369件 10,298件

20,848件 37,686件 61,548件 102,723件

35件 21件 22件 4件

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

引き続き、通信販
売業者に対して不
適切な広告の改善
を促すとともに、
ＩＳＰや金融庁な
どに対し、違法な
電子メール広告等
の情報を提供する
ことにより、ウェ
ブサイトの削除や
金融機関における
口座の停止等を促
すことにより、消
費者保護を十分に
確保する。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

48件 53件 43件 40件

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

引き続き、訪問販
売等のトラブルの
多い特定の取引に
ついて、悪質事業
者に対する行政処
分を厳正に行い、
消費者保護を十分
に確保する。

測定指標

消費者基本計画
施策番号41-2番

　通信販売等につい
て、特定商取引法の
執行を補完する取組
として、通信販売事
業者に対し不適切な
広告の改善を促すと
ともに、インター
ネット・サービス・
プロバイダや金融庁
などに対し、違法な
電子メール広告等の
情報を提供すること
により、ウエブサイ
トの削除や口座の停
止等を促します。

２　電子商取引モニタリング事業等

実績値

迷惑メール調査件数

引き続き、通信販
売業者に対して不
適切な広告の改善
を促すとともに、
ＩＳＰや金融庁な
どに対し、違法な
電子メール広告等
の情報を提供する
ことにより、ウェ
ブサイトの削除や
金融機関における
口座の停止等を促
すことにより、消
費者保護を十分に
確保する。

インターネット通信販売調査件数

ＩＳＰ通報件数

金融庁への情報提供件数

年度ごとの目標

３　特定商取引法の厳正な執行

実績値

処分件数
引き続き、訪問販
売等のトラブルの
多い特定の取引に
ついて、悪質事業
者に対する行政処
分を厳正に行い、
消費者保護を十分
に確保する。

年度ごとの目標
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目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

特定商品等の預託
等取引契約に関す
る法律及びその関
連法令について、
制度面・運用面の
問題点の整理を行
い、政省令等で対
応可能なものにつ
いて検討し、所要
の改正のための作
業を行った。

24年度に行った改
正のための作業を
引き続き進める。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

特定商品等の預託
等取引契約に関す
る法律及びその関
連法令について、
制度面・運用面の
問題点の整理を行
い、政省令・通達
などで対応可能な
ものは速やかに対
応する。

目標（値）

目標（値）

（参考）「貴金属等の訪問買取りに関する研究会」における検討

消費者基本計画
施策番号41-3番

　特定商品等の預託
等取引契約に関する
法律及びその関連法
令について、制度
面・運用面の問題点
の整理を行い、政省
令・通達などで対応
可能なものは速やか
に対応します。

４　政省令、通達などの見直し

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号44-2番

①貴金属等の買取業
者による強引な自宅
への訪問買取りから
消費者を保護するた
め、被害実態を早急
に把握の上、消費者
への注意喚起等現行
制度上可能な措置を
講じます。
②その一方で、貴金
属等の買取業者によ
る強引な自宅への訪
問買取りから消費者
を保護するための法
的措置について被害
実態の正確な把握に
努めつつ検討し、結
論を得ます。

５　改正特定商取引法の施行

施策の進捗状況（実績）

24年度

－
（24年度に実施済み）訪問購入業者に対する規制を設けた改正特定商取引法が24年８月に公布、25年

２月に施行された。

年度ごとの目標

24年度

買取業者による強引な自宅への訪問買取りから消費者を保護するための特定商
取引に関する法律の一部を改正する法律を、公布後６ヶ月以内に施行する。

施策の進捗状況（実績）

21年度*

－
（23年度に実施済み）

－

22年度

－

23年度
・学者、弁護士、消費者団体、関係省庁で構成される「貴金属等の訪問買取り
に関する研究会」を23年７月から計６回開催し、貴金属等の訪問買取りに関す
るトラブルの実態を把握・分析するとともに、当該トラブル解決のための規制
のあり方について検討を行った。
・上記研究会での検討結果として、特定商取引法の改正によって、勧誘方法の
適正化等についての法的措置を講じることとする内容の「貴金属の訪問買取り
に関する研究会中間取りまとめ」を23年12月９日に公表。
・上記中間取りまとめを踏まえ、24年３月２日、「特定商取引に関する法律の
一部を改正する法律案」を国会に提出した。

目標（23年度）

23年度中に検討し結論を得る。
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目標（値）

－ －

（本法案は、23年
12月９日に閉会し
た第179回国会にお
いて廃案となっ
た。）

（賃借人居住安定
化法案が廃案に
なったため、未実
施。なお、国土交
通省がガイドライ
ンの整備等により
対応している。）

　　　　 －
（賃借人居住安定化
法案が廃案になった
ため。なお、国土交
通省がガイドライン
の整備等により対応
している。）

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －

法案の成立・施行
後、家賃債務保証
業団体への要請
や、消費生活セン
ター等の相談対応
の強化のための態
勢整備を図る。

家賃債務保証をめ
ぐる消費者相談等
の状況にかんが
み、家賃債務保証
会社に対し、業務
の適正な実施に当
たって遵守するこ
とが望ましい事
項、不当な取立て
行為を行わないこ
と等を周知する
等、賃借人の居住
の安定を図るため
の取組を検討す
る。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

6件 7件 10件 8件

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ － －

引き続き、特定電
子メール法を厳正
に運用すること等
により、一般消費
者の利益を確保す
る。

目標（値）
21年度* 22年度 23年度

－

「迷惑メールへの
対応の在り方に関
する検討ＷＧ」に
おいて、今後の迷
惑メール対策とし
て必要な措置につ
いて検討を実施
（23年３月中に提
言（案）を取りま
とめる予定だった
が、東日本大震災
のため、ＷＧの開
催を延期）。

23年８月に、迷惑
メールへの対応の
在り方に関する提
言を踏まえ、簡便
なオプトアウト方
法の例を追加する
など「特定電子
メールの送信等に
関するガイドライ
ン」の改正を実
施。

年度ごとの目標
（値）

－

総務省と連携し、
特定電子メール法
の施行状況につい
て検討し、必要な
措置を講ずる。

「迷惑メールへの
対応の在り方に関
する検討ＷＧ」
（22年９月以降開
催）における提言
の検討の結果を踏
まえ、23年度中
に、所要の措置を
講じる。

消費者基本計画
施策番号53番

　家賃債務保証をめ
ぐる消費者相談等の
状況にかんがみ、家
賃債務保証会社に対
し、業務の適正な実
施に当たって遵守す
ることが望ましい事
項、不当な取立て行
為を行わないこと等
を周知する等、賃借
人の居住の安定を図
るための取組を検討
します。

６　賃借人の居住の安定を図るための取組の検討

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

年度ごとの目標

（参考）特定電子メール法の施行状況の検討

特定電子メール法
の施行状況の検討

施策の進捗状況（実績）

－
（23年度に実施済み）

*消費者庁は平成21年９月に設置（平成21年度は７ヶ月間）

消費者基本計画
施策番号154番

①「特定電子メール
の送信の適正化等に
関する法律」につい
て、電気通信に係る
技術の水準その他の
事情を勘案しつつ、
その施行の状況につ
いて検討を加え、そ
の結果に基づいて必
要な措置を講じま
す。
②「特定電子メール
の送信の適正化等に
関する法律」を厳正
に運用します。

７　特定電子メール法行政処分

実績値

処分件数 引き続き、特定電
子メール法を厳正
に運用すること等
により、一般消費
者の利益を確保す
る。
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学識経験を有
する者の知見
の活用

政策評価を行
う過程におい
て使用した資
料その他の情
報

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期 平成25年８月

○学識経験を有する者からの個別の意見聴取（平成25年８月）
特になし

－

取引対策課 総括担当　島津 千明

施策に関する
評価結果

目標の達成状況の
分析

　特定商取引法違反事案が巧妙化・複雑化している中で、経済産業局との密な連携の下で限られた
人的リソースなどを効率的に活用し、平成24年度は、40件の行政処分を行い、悪質事業者による被
害拡大の防止などが図られた。また、ＩＳＰや金融庁への通報も着実に行っている。
　特定電子メール法に基づき、総務省との連携の下、平成24年度は８件の行政処分を行い、消費者
保護の確保が図られた。

目標期間終了時点の
総括

　引き続き、特定商取引法及び特定電子メール法の厳正な執行等により、一般消費者の利益を確保
する。
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施策名

施策の概要

達成すべき
目標

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求額

当初予算（a） 75,469 126,810 105,863 95,914

補正予算（b） 0 0 -2,010

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 75,469 126,810 103,853 95,914

52,142 73,112 50,362

年月日

平成22年3月30日

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度

12件※ 20件 28件 37件

21年度* 22年度 23年度 24年度

景品表示法を厳正
に運用する。

景品表示法を厳正
に運用する。

景品表示法を厳正
に運用する。

景品表示法を厳正
に運用する。

消費者基本計画
該当施策等

測定指標（個々の事業の実績）

消費者基本計画
施策番号80番

　景品表示法を厳正
に運用するととも
に、必要に応じ同法
の執行体制の拡充を
図ります。

１　景品表示法執行状況

実績値

引き続き、景品表
示法を厳正に運用
する。

処分件数

年度ごとの目標

執行額（千円）

施策に関係す
る内閣の重要
政策（施政方針
演説等のうち主
なもの）

名称 関係部分（抜粋）

消費者基本計画
（閣議決定）

施策番号 80, 81, 82, 103, 131

施策の予算額
・執行額等

区分

予算
の
状況
（千
円）

平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（11））

消費者表示対策の推進

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するために、

①不当表示や過大な景品類の提供を禁止・制限する不当景品類及び不当表示防止法（以下「景品表示法」という。）を運用
し、違反行為に対して厳正に対処する。
　また、事業者による同法の遵守を促すための施策等を実施する。

②住宅性能の品質表示に関する共通ルールである、住宅品質確保法に基づく住宅性能表示基準の普及・啓発を図る。

③家庭用品の品質表示の適正化を図ることを目的とする家庭用品品質表示法を運用し、家庭用品の品質に関する表示の適正
化を図る。
　また、同法における対象品目及び表示の標準について、適宜、規程等の改正を行う。

①景品表示法違反行為を行う事業者に対し行政処分を行うなど法を適切に運用することや、同法を遵守するよう普及・啓発
を行うこと、また、公正競争規約の活用が行われるよう運用団体を支援することなどにより、消費者による自主的かつ合理
的な選択を阻害する行為を排除し、消費者の利益を保護する。

②住宅性能表示制度を普及・啓発することで、消費者における同制度の認知度を高めるとともに同制度の利用を促し、住宅
の購入や立て替えを行う際の消費者の利益を保護する。

③家庭用品の品質表示について、事業者に対し表示の改善を指示するなど法を適切に運用することや、規程等を社会のニー
ズに応じて改正することにより、消費者の身近にある家庭用品の品質表示を適正化し、家庭用品を購入・利用する消費者の
利益を保護する。
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目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

 消費者庁ホーム
ページに住宅性能
表示に関するパン
フレット等を掲
載。

消費者庁ホーム
ページへの住宅性
能表示に関するパ
ンフレット等の掲
載に加え、消費者
団体及び消費生活
センターにパンフ
レットを配布。

消費者庁ホーム
ページへの住宅性
能表示に関するパ
ンフレット等の掲
載に加え、消費者
団体や消費生活セ
ンター等に配布す
る制度ガイドを準
備（24年度配布予
定）。

消費者庁ホーム
ページへの住宅性
能表示に関するパ
ンフレット等の掲
載に加え、消費者
団体及び消費生活
センターにパンフ
レットを配布。

引き続き、住宅性
能表示制度の普及
を推進する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

住宅性能表示制度
の普及を推進す
る。

住宅性能表示制度
の普及を推進す
る。

住宅性能表示制度
の普及を推進す
る。

住宅性能表示制度
の普及を推進す
る。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

・繊維製品品質表
示規程（繊維全
般）の改正。
・雑貨工業品品質
表示規程（魔法
瓶、革手袋、革衣
料、なべ、湯沸か
し）の改正。
・電気機械器具品
質表示規程（テレ
ビジョン受信機）
の改正。

－
雑貨工業品品質表
示規程（浄水器）
の改正。

雑貨工業品品質表
示規程における
「洋傘」と、「い
す、腰掛け及び座
いす」のうち「乳
幼児用のいす」に
ついて、表示の標
準として製品の取
扱い上の注意表示
を新たに追加する
改正作業を開始。

引き続き、家庭用
品品質表示法の規
制等の見直しを適
宜行う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

家庭用品品質表示
法の規制等の見直
しを適宜行う。

家庭用品品質表示
法の規制等の見直
しを適宜行う。

家庭用品品質表示
法の規制等の見直
しを適宜行う。

家庭用品品質表示
法の規制等の見直
しを適宜行う。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

93回※ 92回 99回 73回

引き続き、景品表
示法の説明会への
講師派遣するな
ど、同法の普及・
啓発を図るととも
に、事業者、事業
者団体における法
令遵守の取組を支
援する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

景品表示法の説明
会への講師派遣を
するなど、同法の
普及・啓発を図る
とともに、事業
者、事業者団体に
おける法令遵守の
取組を支援する。

景品表示法の説明
会への講師派遣を
するなど、同法の
普及・啓発を図る
とともに、事業
者、事業者団体に
おける法令遵守の
取組を支援する。

景品表示法の説明
会への講師派遣を
するなど、同法の
普及・啓発を図る
とともに、事業
者、事業者団体に
おける法令遵守の
取組を支援する。

景品表示法の説明
会への講師派遣を
するなど、同法の
普及・啓発を図る
とともに、事業
者、事業者団体に
おける法令遵守の
取組を支援する。

２　ホームページの活用状況・住宅性能表示制度パンフレットの配布状況

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号103番

　景品表示法の説明
会への講師派遣をす
るとともに、同法の
パンフレットを広く
配布することなどを
通じ、同法の普及・
啓発を図るととも
に、事業者、事業者
団体における法令遵
守の取組を支援しま
す。

４　景品表示法説明会への講師派遣状況（講師派遣件数）

実績値

年度ごとの目標

測定指標

消費者基本計画
施策番号82番

　家庭用品品質表示
法における対象品目
及び表示の標準につ
いて、適宜、規程等
の改正を行います。

３　家庭用品品質表示法に基づく規程等の見直し状況

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号81番

　住宅性能表示制度
の普及を推進すると
ともに、消費者の
ニーズに対応するた
め、今後の評価技術
の進歩及び普及状況
を見定めつつ、評価
方法の充実を図りま
す。
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（11））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

19回※ 29回 18回 13回

引き続き、公正競
争規約の積極的な
活用、円滑な運用
が行われるよう、
関連団体等を支援
する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

公正競争規約の積
極的な活用、円滑
な運用が行われる
よう、関連団体等
を支援する。

公正競争規約の積
極的な活用、円滑
な運用が行われる
よう、関連団体等
を支援する。

公正競争規約の積
極的な活用、円滑
な運用が行われる
よう、関連団体等
を支援する。

公正競争規約の積
極的な活用、円滑
な運用が行われる
よう、関連団体等
を支援する。

学識経験を有
する者の知見
の活用

政策評価を行
う過程におい
て使用した資
料その他の情
報

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期 平成25年８月

○学識経験を有する者からの個別の意見聴取（平成25年８月）
（意見）予算額に比して執行額が半分に満たないが、実施すべき政策が行われなかったのか、それとも未執行額が生じたが
政策効果は所定の水準を満たしたのか、明確に記述されていない。後者であれば、コスト削減によっても政策効果が得られ
たのか、より効果的な手法を採用したことにより政策効果が得られたのか、「政策効果と当該政策に基づく活動の費用等と
の関係を明らかにする」（消費者庁政策評価基本計画（平成22年３月31日消費者庁長官決定））という評価観点から明確に
すべき。
（回答）本件施策については、消費者庁発足以降最多となる37件の措置命令を行うなど、景品表示法の厳正な運用等に努め
ており、消費者利益の保護のために一定水準の政策効果を挙げている。この点、平成24年度から新たな情報システムが稼動
し、情報共有の効率化が図られたこと等から、高い政策効果が得られたものと考えている。

－

表示対策課 総括担当　後藤 大樹

*消費者庁は平成21年９月に設置（平成21年度は７ヶ月間）（ただし、平成22年度と比較するため※は平成21年度通年の数字。）

施策に関する
評価結果

目標の達成状況の
分析

①景品表示法の運用について、平成23年度は、前年度に比して行政処分（措置命令）件数が増加して
いるところ、平成24年度の件数はさらに増加しており、厳正な景品表示法の運用が行われた。また、
前年度に引き続き、景品表示法説明会に講師派遣を行い、景品表示法の普及・啓発を実施するととも
に、公正取引協議会への活動への講師派遣も行い、公正競争規約の積極的な活用、円滑な運用を促進
する取組が実施された。

②住宅性能表示制度について、パンフレット等をＨＰに掲載するとともに、平成24年度は、全国約１
千箇所の消費生活センター等にパンフレットを配布し、同制度の普及・啓発に向けた取組を実施し
た。

③家庭用品品質表示法について、平成24年度は９件の指示を行うなど適切な運用がなされた。また、
雑貨工業品品質表示規程の「洋傘」と、「いす、腰掛け及び座いす」のうち「乳幼児用のいす」につ
いて、表示の標準として製品の取扱い上の注意表示を新たに追加する改正を行うこととした。

目標期間終了時点の
総括

①景品表示法の執行について、引き続き、厳正な運用を行っていくほか、違反事件を処理するための
体制整備等を含めた取組を行っていく。また、引き続き、景品表示法の普及・啓発及び公正競争規約
の積極的な活用、円滑な運用の促進に係る取組を実施していく。

②住宅性能表示について、引き続き、一般消費者に対する普及・推進のための取組を行っていく。

③家庭用品品質表示法について、引き続き、法を適切に運用するとともに、規程等を社会のニーズに
応じて改正する取組を行っていく。

消費者基本計画
施策番号131番

　不当な顧客の誘引
を防止し、一般消費
者による自主的かつ
合理的な選択及び事
業者間の公正な競争
を確保するため、公
正競争規約（景品表
示法第11条に基づく
協定又は規約）の積
極的な活用、円滑な
運用が行われるよう
引き続き関連団体等
を支援します。

５　公正取引協議会等の活動への講師派遣状況（講師派遣件数）

実績値

年度ごとの目標
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施策名

施策の概要

達成すべき
目標

22年度* 23年度 24年度 25年度 26年度要求額

当初予算（a） 199,977 269,215 195,140 153,481

補正予算（b） -5,000 -6,036 -1,604

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 194,977 263,179 193,536 153,481

117,835 227,991 151,449

年月日

平成22年3月30日

平成22年3月30日

目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

・「食品表示に関
する一元的な法体
系のあり方ワーキ
ングチーム」の設
置（22年４月）。
・健康食品の表示
に関する検討、栄
養表示の義務化に
向けた検討、加工
食品における原料
原産地表示の義務
付けの拡大等、早
急な対応を要する
課題の検討を進
め、結論を得たも
のから順次措置を
講じた。

・食品表示一元化
検討会の開催（６
回開催）。
・「食品表示一元
化に向けた中間論
点整理」の取りま
とめ、意見募集及
び意見交換回の実
施（24年３月）。

・食品表示一元化
検討会の開催（６
回開催）。
・食品表示一元化
検討会報告書の公
表（24年８月）。
・「新食品表示制
度についての意見
募集・意見交換
会」の実施（24年
11月）。
・第183回通常国会
への新法案提出に
向け、策定作業を
実施。

・第183回国会への
食品表示法案の提
出を目指す。
・食品表示法成立
後、２年以内の施
行に向け、同法に
基づく食品表示基
準の策定等施行の
ために必要な取組
を進める。

22年度 23年度 24年度

－

①統一的な解釈・
運用の推進
②現行制度の課題
把握
③効果的な執行体
制の在り方
④一元的な法体系
の在り方
を議論する。

事業者、消費者等
と意見交換の場を
設けるなどして、
平成24年度中に食
品表示に関する一
元化的な法案の提
出を目指し、取組
を進める。

新法案の次期通常
国会への提出を目
指す。

消費者基本計画
該当施策等

測定指標（個々の事業の実績）

消費者基本計画
施策番号69番

　食品表示に関する一
元的な法律の制定など
法体系の在り方につい
ては、農林物資の規格
化及び品質表示の適正
化に関する法律、食品
衛生法、健康増進法等
の食品表示の関係法令
を統一的に解釈・運用
を行うとともに、現行
制度の運用改善を行い
つつ問題点等を把握
し、検討します。

１　食品表示一元化検討会の運営状況

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

執行額（千円）

施策に関係す
る内閣の重要
政策（施政方
針演説等のう
ち主なもの）

名称 関係部分（抜粋）

消費者基本計画
（閣議決定）

施策番号 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79

食料・農業・農村
基本計画

（閣議決定）

米穀等以外の飲料品についてのトレーサビリティ制度の検討等に加え、消費者
にとって分かりやすい食品表示の在り方について検討を進めるとともに、加工
食品における原料原産地表示の義務づけを着実に拡大する。

施策の予算額
・執行額等

区分

予算
の
状況
（千
円）

平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（12））

食品表示対策の推進

　食品表示の適正化を図るため、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（以下「ＪＡＳ法」という。）、食
品衛生法、健康増進法等に基づく食品の表示基準を的確に企画及び運用するとともに、表示違反に対して関係省庁や地方公
共団体と連携しつつ厳正に対処する。

　食品表示に関し、食品の安全に関する情報や消費者が自主的かつ合理的な選択の機会の確保に資する情報の提供を推進す
るとともに、表示違反に対して関係省庁や地方公共団体と連携しつつ厳正に対処することにより、消費者利益の擁護と増進
を図る。
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（12））

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

原料原産地表示に
関する意見交換会
を実施。

原料原産地表示の
義務対象品目を追
加（「黒糖及び黒
糖加工品」及び
「こんぶ巻」）
（23年３月）。

食品表示一元化検
討会において、加
工食品の原料原産
地表示の考え方に
ついても議論を行
い、中間的な論点
整理を公表（24年
３月）。

食品表示一元化検
討会において、議
論を進め、今後の
課題として位置付
けられた（24年８
月）。

引き続き、現行制
度の下で原料原産
地表示の拡充を図
りつつ、新たな検
討会に向け、表示
ルールの調査等を
実施する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

情報の収集・分析
を行う。

平成21年度の検討
結果を踏まえ、原
料原産地表示の対
象品目の拡大を検
討する。

食品表示一元化検
討会の中で検討す
る。

食品表示一元化検
討会において、原
料原産地表示の拡
大に向けた検討を
行う。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－

・米トレサ法に対
応するための相談
体制の確立。
・７月の施行に伴
う機構定員の要
求。

・食品表示パンフ
レットに米トレサ
制度を追加（23年
12月）。
・232カ所、約
90,000部を配布。

米トレサ制度に関
する記載がある食
品表示パンフレッ
トの配布（約
13,000部）。

引き続き、普及・
啓発に取り組み、
制度の定着を図
る。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ 消費者への普及。
継続的に実施す
る。

引き続き、普及・
啓発に取り組み、
制度の定着を図
る。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

・トランス脂肪酸
に係る情報の収
集・提供に関する
関係省庁等担当課
長会議を開催（３
回開催）。
・「トランス脂肪
酸の表示に向けた
今後の取組につい
て」を公表（３
月）。

・トランス脂肪酸
のファクトシート
の作成・公表。
（22年９月）
・「トランス脂肪
酸の情報開示に関
する指針」の取り
まとめ及び公表。
（23年２月）
・栄養成分表示検
討会の開催。（３
回開催）

・栄養成分表示検
討会を開催（４回
開催）し、報告書
を取りまとめ、公
表した。（23年８
月）
・食品表示一元化
検討会において、
栄養表示の義務付
けについて、中間
論点整理を公表し
た。（24年３月）

食品表示一元化検
討会報告書におい
て、栄養表示の義
務化に向けた考え
方を公表（24年８
月）。

栄養表示の義務化
に向け、より多く
の事業者が取り組
みやすい表示方法
の導入、実態調査
等を行う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

トランス脂肪酸を
含め栄養成分の表
示の在り方を検討
する。

栄養成分表示検討
会報告書を取りま
とめる。

食品表示一元化検
討会において、栄
養表示の義務化の
ための議論を行
う。

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号73番

　トランス脂肪酸等の
脂質を始めとする、栄
養成分の表示の在り方
について、検討を進め
ます。

４　栄養表示の義務化に向けた課題の検討状況

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号70番
食料・農業・農村基本
計画

　加工食品における原
材料の原産地表示の義
務付けを着実に拡大し
ます。

２　加工食品の原料原産地表示の義務付けの拡大に係る検討状況

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号71番

 「米穀等の取引等に
係る情報の記録及び産
地情報の伝達に関する
法律」に基づき、米・
米加工品について平成
23年7月に施行される
原料米の産地情報の伝
達制度の定着を図りま
す。

３　米穀事業者、一般消費者に対する周知状況

施策の進捗状況（実績）
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平成24年度政策評価書
（消費者庁24－（12））

目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－
諸外国の制度や我
が国の流通実態等
の調査を実施。

・遺伝子組換えパ
パイヤを表示義務
の対象品目に追
加。（23年９月公
布、12月施行）
・食品添加物フル
ジオキソニルの表
示基準を策定。
（23年９月）

・遺伝子組換え食
品の表示の在り方
を検討するにあた
り、諸外国の表示
制度に関する調査
を実施。
・食品添加物リン
酸一水素マグネシ
ウム他１物質（24
年11月）、トリメ
チルアミン他３物
質（24年12月）、
アゾキシストロビ
ン（25年３月）の
表示基準を策定。

遺伝子組換え食品
や食品添加物の表
示のについて検討
を行うための調査
等を行う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－
諸外国の制度や我
が国の流通実態等
を調査する。

遺伝子組換え食品
や食品添加物の表
示の拡大等の検討
をする。

遺伝子組換え食品
や食品添加物の表
示の在り方を検討
する。

目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

・エコナ関連製品
に関する関係省庁
等担当課長会議を
開催。（21年10
月）
・「食品ＳＯＳ対
応プロジェクト-エ
コナを例にして-」
の報告書の取りま
とめ及び公表（21
年10月）
・「健康食品の表
示に関する検討
会」の開催（７
回）

・「健康食品の表
示に関する検討
会」の開催（４回
開催）、論点整理
の取りまとめ（22
年７月）及び消費
者委員会への報
告。（22年８月）

・特定保健用食品
の表示に関するＱ
＆Ａを公表。（23
年６月）
・「食品の機能性
評価モデル事業」
を実施。

・「食品の機能性評
価モデル事業」の結
果を踏まえ、文献等
を用いて食品成分の
機能性評価を行う場
合の主な課題を公表
（24年４月）。
・「特定保健用食品
の審査基準の検討事
業」を実施。
・表示対策課（景品
表示法担当）と食品
表示課（健康増進法
担当）にまたがる
「食品表示担当班」
を設置（25年２月）
し、両法の執行面の
連携を強化した。

「特定保健用食品
の審査基準の検討
事業」の結果を踏
まえ、特定保健用
食品の申請上の留
意事項に関する通
知の改正を行う。
いわゆる健康食品
の表示に関する景
品表示法と健康増
進法の観点からの
「留意事項（法解
釈の指針）」の取
りまとめ。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－

・22年夏を目途に
論点整理を消費者
委員会に報告す
る。
・消費者庁におい
て早急に取り組む
べき課題とされた
ものについて対応
する。

特定保健用食品の
広告を含む表示に
係る考え方の明確
化や健康食品の虚
偽誇大広告等への
厳正な対処等の措
置を講じる。

特定保健用食品の
審査基準に関する
検討を進める。

目標（値）
21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

1回
要請547件

3回
要請430件

4回
要請424件

4回
要請559件

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －

特定保健用食品の
広告を含む表示に
係る考え方の明確
化や健康食品の虚
偽誇大広告等への
厳正な対処等の措
置を講じる。

引き続き、イン
ターネットにおけ
る健康食品等の監
視等の実施する。

消費者基本計画
施策番号76番

 「健康食品の表示に
関する検討会」におい
て、①特定保健用食品
等健康増進法に基づく
特別用途食品の表示制
度の在り方、②健康食
品の表示の適正化を図
るための表示基準及び
執行の在り方等につい
て論点整理を行い、消
費者委員会へ報告し、
その意見を踏まえ、所
要の措置を講じます。

６ 「「健康食品の表示に関する検討会」論点整理」への対応状況

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

７　厳正な執行

実績値

監視実施回数／要請件数 引き続き、イン
ターネットにおけ
る健康食品等の監
視等を適切に実施
する。

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号75番

　遺伝子組換え食品の
表示義務の拡大や食品
添加物の表示の在り方
について、国際的な対
応状況を踏まえ、諸外
国とも情報交換し、十
分な研究を行い、検討
します。

５　海外の制度を踏まえた表示の検討状況

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

測定指標
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目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

－ －

健康増進法に基づ
くパンフレットを
作成（24年３
月）。

消費者向けパンフ
レット「おしえて
ラベルくん」によ
り、保健機能食品
制度の普及・啓発
を実施。

保健機能食品制度
等の正確な情報を
消費者に適切に提
供する取組を引き
続き実施する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

－ －
保健機能食品制度
等のパンフレット
を作成する。

保健機能食品制度
等の正確な情報を
消費者に適切に提
供する取組を実施
する。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

第４回食品表示連
絡会議を開催。
（21年９月）

・第５回食品表示
連絡会議を開催。
（22年５月）
・ＪＡＳ法に基づ
く指示・公表の運
用改善。（22年12
月）
・22年度上半期Ｊ
ＡＳ法に基づく行
政指導実績を公
表。（22年12月）
・ＪＡＳ法に基づ
く指示１件。（22
年６月）

・第６回食品表示
連絡会議を開催
（23年６月）。
・22年度下半期及
び23年度上半期Ｊ
ＡＳ法に基づく指
導に関する実績の
公表（24年１
月）。

23年度下半期及び
24年度上半期ＪＡ
Ｓ法に基づく指導
に関する実績の公
表（24年６月、11
月）。

引き続き、効果的
な執行を着実に実
施する。

21年度* 22年度 23年度 24年度

所管法令に基づく
厳正な執行を行

う。

所管法令に基づく
厳正な執行を行
う。

所管法令に基づく
厳正な執行を行
う。

引き続き、効果的
な執行を着実に実
施する。

目標（値）

21年度* 22年度 23年度 24年度 25年度

88件 156件 98件 74件
迅速な疑義情報等
の処理を行う。

21年度* 22年度 23年度 24年度

所管法令に基づく
厳正な執行を行
う。

所管法令に基づく
厳正な執行を行
う。

所管法令に基づく
厳正な執行を行
う。

迅速な疑義情報等
の処理を行う。

*消費者庁は平成21年９月に設置（平成21年度は７ヶ月間）

消費者基本計画
施策番号79番

 食品表示について、
消費生活センター、都
道府県警察、地方農政
局等の地域の関係機関
の連携促進・情報共有
を支援することによ
り、関係法令の効果的
な執行を図ります。

９　厳正な執行

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標

10　疑義情報の処理（件数）

実績値

年度ごとの目標

消費者基本計画
施策番号77番

 健康食品に関する消
費者の理解の促進を図
るため、健康食品に関
して正しい情報を提供
できる体制の整備を図
ります。

８　消費者への保健機能食品制度等の周知等の実施状況

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標
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学識経験を有
する者の知見
の活用

政策評価を行
う過程におい
て使用した資
料その他の情
報

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期 平成25年８月

○学識経験を有する者からの個別の意見聴取（平成25年８月）
特になし

－

食品表示企画課 総括担当　伊藤 麻子

施策に関する
評価結果

目標の達成状況

　制度の運用改善のための表示基準やガイドラインの改定など消費者基本計画に基づき必要な措置
を講じるとともに、乳児用食品の表示基準を設ける措置を講じる等、早急な対応を要するものへの
対応を実施した。
　また、第183回通常国会への食品表示法案提出を目指し、食品表示一元化検討会及び新食品表示制
度についての意見交換会の開催、新食品表示制度についての意見募集等、スケジュールを見据えた
施策の実施に努めた。

目標期間終了時点の
総括

　食品の安全に関する情報や消費者が自主的かつ合理的な選択の機会の確保に資する情報の提供を
推進することは、消費者利益の擁護と増進を図る上で重要である。
　本施策の食品表示の一元的な法体系の在り方の検討については、検討会を実施し、パブリックコ
メント及び意見交換会を行うなど、着実に法案提出に向けた施策を進めている。また、これと併せ
て栄養表示の義務化について結論を得ることができた。さらに、原料原産地表示、外食・中食にお
けるアレルギー表示、遺伝子組換え表示、添加物表示についても検討を行うことができた。
　また、乳児用食品の表示基準など、早急な対応を要する案件についても、必要な措置を講じてお
り、一定の評価ができると考えられる。
　引き続き、消費者の立場に立った表示制度の充実を検討するとともに、食品事業者等に対する監
視指導・啓発を充実・強化していくことが重要となる。
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